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はじめに 

 

はじめに 

ＰＦＩは、公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に民間の資金とノウハウを活用し、公共サ

ービスの提供を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図る事業手法で

す。平成１１年９月にいわゆるＰＦＩ法が施行され、平成１２年３月には同法に基づく基本方針が定めら

れました。また、平成１３年７月までに、事業実施上の指針として、国のＰＦＩ事業実施プロセスに関す

るガイドライン等が取りまとめられました。 

このような状況の中、全国の地方公共団体においても、公共事業へのＰＦＩ手法の導入が増えてき

ています。 

本県では、平成１１年１２月に「千葉県ＰＦＩ施策推進会議」を設置し、ＰＦＩに係る情報収集や有識者

との意見交換会などを実施してきました。平成１２年度においては、本県事業へのＰＦＩ手法の導入可

能性について調査・検討する「ＰＦＩ事業導入可能性調査」を実施し、ＰＦＩの導入に向けた検討を行っ

てきたところです。 

このガイドラインは、ＰＦＩの導入をより促進するため、事業手法の１つとしてＰＦＩを活用できるかどう

かの点検や具体的な事業へのＰＦＩの導入の検討等、ＰＦＩの活用に当たっての庁内における暫定的

な指針として取りまとめたものです。本ガイドラインがＰＦＩの理解への一助となるとともに、実際の事業

実施に当たって活用され、適切な取り組みが図られることを期待しています。 

 

なお、「千葉県ＰＦＩ活用ガイドライン（平成１３年１１月版）」の作成に当たっては、平成１２年度に実

施した「ＰＦＩ事業導入可能性調査」の調査結果や国及び他団体のガイドライン等を参考にするととも

に、財団法人日本経済研究所、日本政策投資銀行及び株式会社ちばぎん総合研究所の方々から

ご指導いただいたところです。関係者の皆様のご協力にこの場をお借りして感謝申し上げます。 

 

   平成１３年１１月 

                           千葉県ＰＦＩ施策推進会議   

 

 

 

 

 

 



はじめに 

 

「千葉県ＰＦＩ活用ガイドライン」の改訂について 

 

「千葉県ＰＦＩ活用ガイドライン」は、本県事業等へのＰＦＩの導入を促進するため、ＰＦＩ活用にあたっ

ての指針として平成１３年１１月にとりまとめたものです。 

今回の本ガイドラインの改訂は、その後のＰＦＩ法の一部改正やＰＦＩ法改正に伴う総務省次官通知

等を踏まえるとともに、国及び他の地方公共団体等のＰＦＩの状況、ＰＦＩと従来手法との比較やＰＦＩの

導入プロセスに係る内容の充実を図ったものです。 

 

   平成１５年３月 

                      千葉県ＰＦＩ施策推進会議    

 

 

 

「千葉県ＰＦＩ活用ガイドライン」の全面改訂について 

 

ＰＦＩ法が施行されて６年が経過し、ＰＦＩ手法を導入する事業が全国的に増えてきています。 

本県においても、ちば野菊の里浄水場排水処理施設等整備事業、警察本部新庁舎建設等事業

においてＰＦＩ手法が導入されるなど、徐々にではありますが、着実に進みつつあります。 

一方で、本県のガイドラインやＰＦＩ導入の推進体制については、実際にＰＦＩ手法を導入しようとす

る事業が無い中で策定したこともあって、手続き面で不十分な面や課題も見受けられるようになりまし

た。 

また、平成１７年８月にＰＦＩ法の一部改正がなされたこともあり、より一層ＰＦＩ手法の導入を推進して

いくため、本県のガイドラインや推進体制等を全面的に見直し、内容及び推進体制の充実を図ったも

のです。 

今後も、具体的な運用を通じて、分りやすく使いやすいガイドラインということに留意し、必要に応じ

て修正をしてまいります。 

 

平成１９年２月 

                    千葉県ＰＦＩ施策推進会議    

 



はじめに 

 

「千葉県 PPP/PFI 手法活用ガイドライン」への改訂について 

 

本県では平成２６年４月に、県有施設の資産経営の総括に関する事務を行う課として総務部資産

経営課を設置し、ＰＦＩに関する事務についても総務部資産経営課が所掌することとなりました。 

また、平成２７年３月には、庁内の検討組織であったＰＦＩ施策推進会議を廃止し、ＰＦＩに関する検討

業務については、新たに設置した資産経営戦略会議県有施設整備部会が担うこととなりました。 

さらに、平成２７年１２月には、内閣府と総務省の連名により『「多様な PPP/PFI 手法導入を優先的

に検討するための指針」について（要請）』が発出され、人口２０万人以上の地方公共団体に対して、

一定規模以上の事業については多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための規程を、平成

２８年度末までに定めるよう要請があったところです。 

これらの状況に対応するため、今回の改訂においては「千葉県 PPP/PFI 手法活用ガイドライン」と

名称を変更し、ＰＦＩ以外のＰＰＰ手法への準用規定の追加を行ったほか、導入検討を行う対象事業の

明確化や現行の組織体制に合わせた導入検討フローの再構築を行うなど、ガイドラインの中でも

特に導入検討に係る部分について重点的な見直しを行いました。 

 

平成２９年３月 

                    千葉県総務部資産経営課    
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１ ＰＰＰとは 

1 

第一章 PPP/PFI 手法の基本的な考え方 

県事業の実施に当たっては、行財政改革推進の観点から、本来行政の責任におい

て行うべき事務・事業であっても、民間活力を導入することなどにより、サービスの向上や

コストの縮減などが図られ、より効果的・効率的な業務執行が期待できるものについては、

従来方式（直営）による実施にこだわることなく、ＰＦＩ（Private Finance Initiative）を含めた

様々なＰＰＰ（Ｐublic Ｐrivate Ｐartnership）手法の中から、各事業の特性に応じた最適

な手法を選択し、その導入を図っていく必要がある。 

本ガイドラインは、様々なＰＰＰ手法の中でも特にＰＦＩの特性や導入検討の手順について

詳細に説明し、ＰＦＩ以外のＰＰＰ手法の導入検討においてはこれを準用することで、公共

施設等の効率的かつ効果的な整備や公共サービスの向上に資することを目的として定め

るものである。 

 

１  ＰＰＰとは 

ＰＰＰとは、官と民間が連携して公共施設の整備や公共サービスの提供を行う様々な

手法の総称である。ＰＰＰの中には、ＰＦＩやＤＢＯ（Design Build & Operate）、指定管理

者制度、包括的民間委託などの官民連携手法が含まれる。 

ＰＰＰの導入により、財政負担を軽減しつつ公共サービスの水準を維持・向上させること

や、民間の知恵・技術・資金等の効果的・効率的な導入、民間の新たな事業機会の創出

などの効果が期待される。ｓ 

 

【ＰＰＰの概念図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱日本政策投資銀行  

  

指定管理者制度 

包括委託 
業務委託 

ＰＰＰ 

民間の経営関与度 

民間資金 
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民営化 

ＤＢ 

ＰＦＩ 
ｺﾝｾｯｼｮﾝ 

ＤＢＯ 
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【PPP/PFI 手法の類型と概要】 

PPP/PFI 手法の類型  概要  

ＰＦＩ（Private Finance 

Initiative） 

ＰＦＩ法に基づく手法。公共サービスの提供に際し、民間資金を活用して

民間事業者に施設整備や公共サービスの提供を委ねる手法。 

 
通常ＰＦＩ 

（下記を除くもの） 

民間事業者がＰＦＩ事業の契約に基づいて、公共施設などの設計・建設・維持

管理・運営などを一括発注・性能発注・長期契約などにより行う手法。 

 
公共施設等運営権制度 

（コンセッション方式） 

民間事業者がＰＦＩ事業の契約に基づいて、公共施設などの運営権を取得

し、公共施設などの運営などの事業を長期的・包括的に行う手法。  

ＰＦＩに類似する手法  
ＰＦＩ法に基づかない手法。ＰＦＩ法には基づかないものの、民間事業者に

施設整備や公共サービスの提供を委ねる点で、ＰＦＩに類似する手法。 

  

DB (Design Build） 

DBO （Design Build & 

Operate）など 

民間事業者に設計・建設などを一括発注・性能発注する手法（DB）や、

民間事業者に設計・建設・維持管理・運営などを長期契約などにより

一括発注・性能発注する手法（DBO）など。 

包括的管理委託  
民間事業者に維持管理などを複数年契約・性能発注などにより一括発注・

性能発注する委託手法。 

指定管理者制度  

地方自治法に基づく手法。公の施設の維持管理・運営などを管理者に

指定した民間事業者等に実施させる手法。指定管理者は公の施設の

利用料金を自らの収入とすることが可能。 

民設公営  

民間事業者が施設の設計・建設などを行い、公共主体が維持管理・運営

などを行う手法。（施設については、民間事業者から公共主体に譲渡する

方式や賃貸する方式などがある。） 

民設民営（除くＰＦＩ） 民間事業者が施設の建設・維持管理・運営を実施する手法。  

国土交通省総合政策局資料「PPP/PFI 事業・推進方策事例集」を参考に作成  
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【PPP/PFI 手法の業務範囲の比較】 

手法  設計  建設  維持管理  運営  

従来手法 

公設 公営 

設計会社に委託 建設会社に発注 
直営・維持管理

会社に委託 

直営・運営会社

に委託 

通常ＰＦＩ 
民設 民営 

ＰＦＩ事業者が事業契約に基づき包括的に実施 

公共施設等運営権

制度 

(コンセッション方式) 

― ― 民営 

― ― 
ＰＦＩ事業者が公共施設など運営権

実施契約に基づき包括的に実施 

ＰＦＩ類似手法 

（DB 方式） 

公設 ― ― 

民間事業者に包括的に一括発注 ― ― 

ＰＦＩ類似手法 

（DBO 方式） 

公設 公営 

民間事業者に包括的に一括発注 

包括的管理委託 
― ― 公営 

― ― 民間事業者に一括発注 

指定管理者 
― ― 公営 

― ― 指定管理者（民間事業者等）に指定 

民設公営 

民設 公営 

民間事業者が設計・建設業務を実施 
直営・維持管理

会社に委託 

直営・運営会社

に委託 

民設民営 
民設 民営 

民間事業者が設計・建設・維持管理・運営業務を実施（ＰＦＩを除く） 

※上段は各業務内容の発注者（公共又は民間）を示し、下段は具体的な業務の実施方法（委託契約、

一括発注、指定等）を示す。 

国土交通省総合政策局資料「PPP/PFI 事業・推進方策事例集」を参考に作成  
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２  ＰＦＩとは 

ＰＦＩ(Private Finance Initiative)とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等

の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基づき、従来

公共が行ってきた公共施設等の整備等（設計から建設、維持管理、運営）について、民

間に行わせることが適切なものについてはできる限り民間に委ねるという基本理念の下、

公共施設等の整備等の全部又は一部を、民間の資金、経営上のノウハウ及び技術的能

力を活用して一体的に行う手法である。 

ＰＦＩの導入により、公共施設等の整備等に民間の創意工夫が発揮され、公共が直接

行うよりも低廉で良質な公共サービスが提供されるほか、公共サービスの提供における行

政の関わり方が変わり、官民の適切な役割分担に基づく新たな官民パートナーシップが

形成されるといった効果が期待される。 

 

 

【ＰＦＩの法体系】 

 

 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律［ＰＦＩ法］ 

施行令・施行規則・通達  

民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する  

事業の実施に関する基本方針［基本方針］  

ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン  

ＰＦＩ事業におけるリスク分担等に関するガイドライン  

ＶＦＭに関するガイドライン  

契約に関するガイドライン  

モニタリングに関するガイドライン 

公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン  

ＰＦＩ事業を導入する上での基本法  

ＰＦＩ事業を進める上での手続と留意事項を示す。  

国が実務上の指針として示しているものであり、地方公共団体は参考とすれ

ばよいが、実際にはこれらに基づいて手続を行っている。  

「多様な PPP/PFI 手法導入を優先的に検討するための指針」について（要請）  
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３  ＰＦＩに関する５つの原則と３つの主義  

基本方針では、ＰＦＩの理念や効果を実現するため、「５つの原則」と「３つの主義」を示

している。 

【５つの原則】 

公共性原則  公共性のある事業であること 

民間経営資源  

活用原則  
民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用すること 

効率性原則  
民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、 

効率的かつ効果的に実施すること 

公平性原則  
特定事業の選定、民間事業者の選定において公平性が 

担保されること 

透明性原則  
特定事業の発案から終結に至る全過程を通じて透明性が

確保されていること 

【３つの主義】 

客観主義  各段階での評価決定について客観性があること 

契約主義  
公共とＰＦＩ事業者との間の合意について、明文により、当事

者の役割及び責任分担の契約内容を明確にすること 

独立主義  
事業を担う企業体の法人格上の独立性又は事業部門の 

区分経理上の独立性が確保されること 
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４  ＰＦＩの特徴  

（１）民間の資金とノウハウ（経営上のノウハウ及び技術的能力）の活用  

ＰＦＩの導入に当たっては、民間の有する資金、経営上のノウハウや技術的能力、

創意工夫等が十分に発揮されるよう、適切な範囲で民間へ業務を委ねることが必要と

なる。 

ア ＰＦＩ事業者による設計、建設、維持管理、運営の一体的取扱い 

従来の公共施設等の整備等では、設計、建設、維持管理、運営について、それ

ぞれを公共の責任で行っている。ＰＦＩでは、それを民間に一括して任せることで、ど

のような設計にすれば将来の維持管理や運営のコストの削減が図れるかなどの観

点から、民間の経営上のノウハウや技術的能力が活かされることになる。  

イ 性能発注  

従来の公共施設等の整備等では、詳細に構造や建築資材等を定めた仕様書

による「仕様発注」が行われている。ＰＦＩでは、詳細な仕様を規定するのではなく、

必要な性能要件や業務水準のみを提示して、その性能・水準を満たすための詳細

な手段や設計は問わずに、民間事業者の裁量の下で要求水準を満たす施設等を

整備させる「性能発注」が行われる。 

ＰＦＩ事業者は、求められる性能・水準の中で自由な提案をすることができ、公共

サービスの向上や事業費の一層の削減に向けて民間のノウハウを活かせることにな

る。 

ウ 公共サービス提供実績に応じた支払  

ＰＦＩ事業者は、設定された公共サービス水準を達成することが求められ、公共側

は、その実績をチェックし、達成度に応じて支払うのが一般的であり、下回った場合

には、ＰＦＩ事業者への支払額の減額が可能である。 

このことから、ＰＦＩ事業者は、要求された公共サービス水準の確保、さらにはより

高い水準のサービス提供に向けて、これまで蓄積してきた民間のノウハウを活かせ

るように努めることになる。 

 

（２）ＶＦＭ（Value For Money） 

ア ＶＦＭの考え方  

ＶＦＭとは、「支払いに対して最も価値の高い行政サービスを提供する」という考

え方のことであり、ＰＦＩの導入に当たっては、従来型手法と比べてＰＦＩの方が当該

事業を効率的かつ効果的に実施できる（ＰＦＩ事業にＶＦＭがある）ことが条件となる。 

具体的には、従来方式と比べてＰＦＩ事業として実施する方が、「同一コストでより

よいサービス提供ができる」又は「同一水準のサービスをより低コストで提供できる」

という場合にＰＦＩ事業にＶＦＭがあることとなる。 

従って、ＶＦＭの有無については、従来方式とＰＦＩの「サービス比較」か「コスト比

較」により検証することになるが、ＰＦＩの導入検討段階では民間事業者の計画がま
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だ明らかでなく、サービス水準の比較を行うことは難しいことから、一般的には「同一

水準のサービス提供」を前提とした上で「コスト比較」を行って検証することとなる。  

イ ＶＦＭの算出  

コスト比較によってＶＦＭの有無を検証する場合、通常ＶＦＭはコスト削減率（％）

で表わされる。 

従来手法による場合のコスト（ＰＳＣ1：Public Sector Comparator）とＰＦＩを導入し

た場合によるコスト（ＰＦＩＬＣＣ2：Private Finance Initiative Life Cycle Cost）をそれ

ぞれ算出し、次の計算式によりＶＦＭを算出する。 

 

 

 

なお、ＰＳＣとＰＦＩＬＣＣは、貨幣価値が時間とともに変化（通常は低下）することを

前提に、現在価値に換算 3した上で算出する。また、ＰＳＣとＰＦＩＬＣＣを比較する際

には、官民の条件差をなくすためのイコールフッティング4を行うこと、公共から民間

へのリスク調整を適切に行うこと等に留意する必要がある。 

ＶＦＭの算定においては、国の「ＶＦＭ（Value For Money）に関するガイドライン」

も参考にすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 ＶＦＭの評価を行う際に算出される、公共が当該事業を直接実施した場合における公共のコスト

負担の現在価値。 

2 ＰＦＩ事業において、プロジェクトの誕生から終了まで、つまり、計画、設計、建設に始まり維持管

理、運営、事業終了までのトータルにわたり必要な公共のコスト負担の現在価値。  

3 複数年にわたる事業の経済的価値を図るため、将来価値を一定の割引率で置き換える。  

例えば、１年間の金利が２％であれば、現在の 100 万円の収入と１年後の 102 万円の収入は同

じ価値となる。よって１年後の 102 万円を現在価値に換算すると 100 万円になる。 

4 公共サービスの提供を、公共が行うかＰＦＩ事業者として民間事業者に委ねるのか選択に際して

ＶＦＭ評価を行う場合に、従来型で行う場合とＰＦＩ事業で行う場合のコスト面での条件を等しくし

て比較すること。 

維持管理費

運営費

設計費

建設費

維持管理費

運営費

設計費

建設費

税金・利益

リスク調整費

支払利息等
支払利息等

ＶＦＭ

従来方式 ＰＦＩ方式

 【ＶＦＭの概念図】 

(%)100 VFM
PSC

PFILCCPSC
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（３）長期契約  

公共が直接公共施設等の整備等を行う従来方式の場合、公共と民間との契約の

多くは単年度ごとに結ばれているが、国がＰＦＩ事業を行った場合、ＰＦＩ法により 30 年

度以内の長期の契約期間が想定される（地方公共団体には契約期間の上限の定め

はない）。 

 

（４）官民の適切なリスク分担  

設計、建設から公共施設等の維持管理、運営という長期にわたる事業期間におい

て、これまで公共が担ってきた様々なリスクの多くを適切に民間移転することにより、Ｖ

ＦＭの最大化を図ることもＰＦＩの大きな特徴である。 

リスクとは、事業の実施に当たり、契約の締結の時点ではその影響を正確には想定

できない不確実性のある事由 5によって、損失が発生する可能性のことである。 

ＰＦＩでは、「リスクを最もよく管理することができる者が当該リスクを分担する」という原

則がある。リスクの明確化及びその配分を適切に行うことで、分担したリスクの管理費

用の最少化が図れる（全てのリスクを民間に負担させることが必ずしも最大の効率を生

むものではない。）。 

また、明確かつ適切なリスク分担を図る上では、想定されるリスク及びそれが顕在化

した場合の責任分担等を契約等によって約定しておく必要がある。 

予想されるリスク及び公共と民間の責任分担を、庁舎の整備等を例として整理する

と次の表のとおりとなる。（実際には個別事業に応じてリスク内容及びリスク分担は異な

るので、その都度検討を行うこと。） 

リスク分担については、国の「ＰＦＩ事業におけるリスク分担等に関するガイドライン」

を参考にすること。 

  

                                                
5 事故、需要の変動、物価や金利の変動等の経済状況の変化、測量・調査のミスによる計画・仕

様の変更、工事遅延による工事費の増大、事業開始の遅れ、関係法令や税制の変更、天災等  
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【リスク分担の一覧（例）】 

段
階 

リスクの種類 

リスクの分担 

従来型 ＰＦＩ事業 

公共 民間 公共 民間 

共
通 

制度変更リスク 
立法化リスク、政治リスク、法令リスク、 

許認可リスク、税制変更リスク、公共支援リスク 
●  ●  

経済リスク 物価リスク、金利リスク ●  ● ● 

社会リスク 
住民問題リスク、環境問題リスク、 

工事にかかる住民・環境リスク 
●  ●  

パートナーリスク - -  ● 

不可抗力リスク ●  ● ▲ 

計
画
段
階 

計画リスク 

測量・調査リスク、概略・基本設計リスク ●  ● ● 

計画変更・遅延リスク 

（環境アセス・公聴会による計画の変更・遅れ、 

建設そのものへの反対等） 

●  ●  

計画変更・遅延リスク 

（民間提案に関わる部分への反対等） 
●   ● 

応募リスク  ●  ● 

資金調達の不確実性リスク ●   ● 

建
設
段
階 

建設リスク 

用地取得リスク 

（用地買収・収用の遅れ、用地費の予算超過） 
●  ●  

用地取得リスク（民間の事業計画による超過用地取得） ●   ● 

工事遅延リスク ● ●  ● 

コスト・オーバーランリスク ● ●  ● 

性能リスク、施設損傷リスク  ●  ● 

デフォルトリスク（公共の契約不履行によるもの） - - ●  

デフォルトリスク（事業会社事由によるもの） - -  ● 

運
営
段
階 

マーケットリスク 
競合インフラリスク ●  ▲ ● 

需要リスク、料金リスク（商業施設、有料会議室等） ●   ● 

運営管理リスク 

サービス対価減額・未払リスク - -  ● 

運営コストリスク ●   ● 

施設損傷リスク ●   ● 

施設内事故リスク ● ● ● ● 

デフォルトリスク（公共の契約不履行によるもの） ●  ●  

デフォルトリスク（事業会社事由によるもの） - -  ● 

潜在的瑕疵リスク ●  ● ● 

技術革新リスク ●   ● 

移
管
段
階 

潜在的瑕疵リスク - -  ● 

移管手続リスク - -  ● 
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５  ＰＦＩの仕組み 

ＰＦＩ事業は、民間の企業が「ＰＦＩ事業者」として自ら資金を調達して事業を運営し、公

共サービスを提供する。また、「公共」は公共サービスの内容や水準を決定、執行状況

等を監視し、「金融機関」はＰＦＩ事業の実現性・継続性を審査し、ＰＦＩ事業者に融資を

行う。 

（１）ＰＦＩ事業者について 

ＰＦＩ事業は、サービスを提供する施設の設計、建設をはじめ、事業の維持管理や

運営までを含んでいるため、通常、ＰＦＩ事業に応募しようとする企業は、複数の異業

種企業などとコンソーシアム(企業連合 )6を組む。 

ＰＦＩ事業に応募の後、公共からＰＦＩ事業者に選定されたら、コンソーシアムに参加

する企業（構成企業）は、それぞれが出資してＰＦＩ事業を遂行するための「特別目的

会社」(ＳＰＣ：Special Purpose Company)7を設立し、このＳＰＣがＰＦＩ事業者として事業

を遂行するとともに、必要に応じて、コンソーシアムに参加している企業と工事請負契

約や管理運営委託契約などの個別契約を結ぶ。この際ＳＰＣは、独立主義により親会

社からは独立した会社となっていることが求められる 

 

（２）直接協定について 

公共と金融機関は、ＰＦＩ事業者が倒産するなどの事態が発生した場合でも、ＰＦＩ

事業を停止させることなく継続させていくため、あらかじめお互いの対応策を定めた

「直接協定」を結ぶ。 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

6  民間事業者の公募に当たり組成される法人格の無い共同企業体のこと。  

7  ある特定の事業を実施することを目的として設立される会社（商法上の株式会社又は有限会社

等）で、ＰＦＩ事業以外の投資は行わず、ＰＦＩ事業の事業期間が終了すれば解散する。  

8  事業から生み出される収益のみを借入金の返済原資に充当する資金調達手法のこと。事業の

収益性のみがファイナンスの担保となるため、資金調達の条件はプロジェクトの事業性により、大

きく左右される。これに対し企業の持つ人、物、金（カネ）全体を信用力とした従来の資金調達手

法を「コーポレートファイナンス」という。  

【ＰＦＩの事業スキーム例】 

金融機関  

ＰＦＩ契約  ＰＦＩ事業者 

(特別目的会社：ＳＰＣ) 

公 

共 

管理・運営会社 

投 資 家 

設計・建設会社 

コンソーシアム 

直接協定  融資契約  

(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・ﾌｧｲﾅﾝｽ 8) 

出資・配当 

管理・運営 
委託契約 
 

設計・建設 
請負契約 

公共サービスの提供  
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６  ＰＦＩの導入により期待される効果   

（１）低廉かつ良質な公共サービスの提供  

ＰＦＩ事業では、民間の資金、経営能力及び技術的能力が活用できること、適切な

分担により事業全体のリスク管理が効率的に行われることなどから、事業費の削減が

期待されるとともに、良質な公共サービスの提供が期待される。  

 

（２）財政支出の平準化  

従来の公共事業の場合、建設時期に多額の初期投資が必要であるが、ＰＦＩ事業

においては、当該施設が整備され、サービスが開始されて初めて財政支出を行う。  

また、ＰＦＩ事業の事業期間中、毎年度、建設コストを含めたサービス料を支払うこと

により（サービス購入型の場合）、財政支出の平準化を図ることができる。 

ただし、起債が可能な事業であれば、ＰＦＩを導入しなくてもある程度の支出の平準

化が図れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）官民の新たなパートナーシップ 

「民間にできるものは民間に委ねる」という考え方のもと、公共サービスの選択肢を

広げ、従来、公共が行ってきた事業をそれぞれに適した民間参加の方式を作り上げる

ことにより、官民の適切な役割分担に基づく新たな官民パートナーシップが形成され

ていくことが期待される。 

 

（４）民間の事業機会の創出による経済の活性化  

従来、公共が行ってきた事業を民間に委ねることから、公共しかできないと見られて

いた事業分野にも民間が新規参入するチャンスが生まれ、民間にとって新たな事業

機会が創出される。 

また、他の収益事業と組み合わせることによっても、新たな事業機会が生み出され

ることになる。 

財政 

支出 

建設 

コスト 

運営・維持コスト 年

供 用 期 間 建設 

期間 

従 来 の 公 共 事 業 ＰＦＩ事業（ｻｰﾋﾞｽ購入型） 財政 

支出 

サービス料 

（建設・運営・維持コスト） 年

供 用 期 間 建設 

期間 
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７  ＰＦＩの事業形態 

ＰＦＩ事業の形態は、民間事業者（ＰＦＩ事業者）の収入の源泉により、一般的に次の３

類型に区分される。 

 

類  型  具  体  的  な 内  容  

サービス購入型  

・民間が施設を整備、運営する。 

・行政からのサービス料収入によりコストを回収する。  

 

 

 

（事例）病院、住宅、庁舎、学校等  

独立採算型  

・民間が施設を建設、運営する。 

・事業運営コストは事業収入で回収する。 

 

 

 

（事例）有料橋、公共病院の駐車場  

ジョイント 

ベンチャー型  

（混合型） 

・公共と民間が事業費等を分担して施設を整備する。  

・事業運営は民間が主導する。 

 

 

 

（事例）地域開発、都市開発、鉄道等  

 

  

サービス提供 

ＰＦＩ事業者  利用者  公  共  

料金支払 

サービス提供 
ＰＦＩ事業者  利用者  公  共  

サービス料 

公  共  ＰＦＩ事業者  利用者  
補助金等 

料金支払 

サービス提供 
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８  ＰＦＩの事業方式  

ＰＦＩ事業の方式は、施設の所有、運営形態によって、主なものとして、次のようなタイ

プに分類される。 

 Ｂ → Ｏ → Ｔ 方式   Ｂ → Ｏ → Ｏ 方式  

 Build 

建てて 

Operate 

管理運営する 

Transfer 

移転する 
 

Build 

建てて 

Own 

所有して 

Operate 

管理運営する 

 

 Ｂ → Ｔ → Ｏ 方式   Ｒ  →  Ｏ 方式   

 Build 

建てて 

Transfer 

移転して 

Operate 

管理運営する 
 

Rehabilitate 

改修して 

Operate 

管理運営する 

 

 

 

方  式  内         容  

ＢＯＴ 

（Build 

Operate 

Transfer） 

 民間事業者が施設を整備（Build）し、契約期間内に維持管理、運営（Operate）

を行い、契約終了後、施設の所有権を行政に移管（Transfer）する。 

事業者は、施設の所有権を有することから、施設や設備を柔軟に運用できる

メリットがある。  

事業例  

千葉市消費生活センター・計量検査所複合施設ＰＦＩ特定事業（千葉市） 

神奈川県立近代美術館新館（仮称）等特定事業（神奈川県） 等  

ＢＴＯ 

（Build 

Transfer 

Operate）  

 民間事業者が施設を整備（Build）した後、施設の所有権を行政に移管（Transfer）

し、その後行政から施設の使用権や使用許可を得て維持管理、運営（Operate）

を行う。 

事業者は、固定資産税等の回避、資産圧縮等のメリットがある。  

事業例  

（仮称）江戸川浄水場排水処理施設整備等事業（千葉県）  

警察本部新庁舎建設等事業（千葉県）  

北総浄水場排水処理施設設備更新等事業（千葉県）等  

ＢＯＯ 

（Build Own 

Operate） 

民間事業者が施設を整備（Build）し、契約期間内に維持管理及び運営

（Operate）を行い、契約終了後は民間事業者が施設を引き続き保有（Own）

し続けるか、施設を取り壊し、行政には所有権を移転しない。  

事業例  

倉敷市・資源循環型廃棄物処理施設整備運営事業（倉敷市）  

マリンピア神戸フィッシャリーナ施設整備等事業（神戸市） 等  

ＲＯ 

（Rehabilitate 

Operate） 

民間事業者が既存施設を改修（Rehabilitate）した後、維持管理及び運営

（Operate）を事業終了まで行う。所有権の移転はなく、事業終了まで公共が有する。 

事業例  

東京都多摩地域ユース・プラザ（仮称）整備等事業（東京都） 等  

公共施設等運

営権方式  

（ｺﾝｾｯｼｮﾝ） 

平成 23 年のＰＦＩ法改正により、新たに創設された事業方式。施設の所有権を

公共に留保したまま、民間事業者に公共施設等運営権を設定することにより、

施設の利用料金等を民間事業者が収受しながら運営することができる。  

事業例  

関西国際空港・大阪国際空港（関西・伊丹）  

愛知県有料道路（愛知県）  等  
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９  ＰＦＩと従来型手法との比較  

 ＰＦＩは、従来型手法と比較すると以下のような相違点があげられる。 

項   目  ＰＦＩ 従来型手法  

実施方法  

施設の設計・建設・維持管理・運営

を民間が一体的に担い、公共側は

事業の基本計画を立て、条件を設

定し、事業を監視  

施設の設計・建設・維持管理・運営を

個々に公共側が実施  

発   注  

包括的発注（維持管理、運営等も

含めた一括発注）を基本とした長期

契約が原則  

請負発注、段階別発注（基本設計、実

施設計、建設等）、工種別発注（建築、

電気、給排水等）が原則  

管理運営主体  
民間が主体となる管理運営（創意工

夫の要因） 

公共が直営又は公共が主体として民間

に外部委託  

契約方式  
性能発注、価格以外の要素を加え

た総合評価方式が基本  仕様発注、価格による入札が原則  

リスク分担  
契約時にリスクを明確にし、内容に

あった適切な役割分担  

公共がリスクを基本的に負担、不確定

要素の高いリスクについては、発生時に

協議  

情報公開  
各プロセスにおける基準、方法、結

果等を積極的に公表  

入札に関する必須情報や情報公開制

度に基づく情報の公開  
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１０ その他留意事項  

（１）ＰＦＩ事業に係る地方財政措置  

地方公共団体がＰＦＩ事業者に対して財政的支出を行う場合、次のような財政措置

が講じられる（「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

に基づいて地方公共団体が実施する事業に係る地方財政措置について」（平成 12

年 3 月 29 日付け自治調第 25 号自治省財政局長通知））。 

ア 要件  

○ 地方公共団体がＰＦＩ法第 5 条第 1 項の実施方針を定め、ＰＦＩ法に基づいて

実施する事業であること 

○ 当該施設の所有権が一定期間経過後に当該地方公共団体に移転 (当該施

設の整備後直ちに移転する場合を含む)するもの又はＰＦＩ事業契約が当該施設

の耐用年数と同程度の期間継続するものであること 

○ 通常当該施設を地方公共団体が整備する場合に国庫補助負担制度がある事

業については、ＰＦＩ事業で整備する場合にも同等の措置が講じられること 

イ 財政措置の内容  

（ア） 国庫補助負担金が支出されるＰＦＩ事業の場合  

当該国庫補助負担金の内容に応じて、直営事業の場合と同等の地方財政

措置又は地方交付税措置が講じられる。 

（イ） 地方単独事業として実施されるＰＦＩ事業の場合  

直営事業の場合に施設の種別に応じた財政措置の仕組みがある施設につい

ては当該措置内容に準じて、そのような財政措置の仕組みがない施設について

は一定の範囲で地方交付税措置が講じられる。 

（ウ） ＰＦＩ事業者に貸し付ける目的で用地を取得する場合  

ＰＦＩ法第 71 条第 2 項の規定 (公有財産の無償使用等 )の趣旨に鑑み、必要

に応じて資金手当のための地方債措置が講じられる。 

 

（２）ＰＦＩ事業に係る地方税の特例措置について 

ＰＦＩ事業をＢＯＴ方式で実施する場合、事業終了までＰＦＩ事業者が所有権を有す

ることから当該施設に対して固定資産税等が課されることになり、これまでＢＴＯ方式と

比較してＶＦＭの低下要因となっている。 

ただし、次のとおり、地方税法上の特例措置が講じられているのでＶＦＭ算出の際

は、留意が必要である。 

ＰＦＩ法に基づくＰＦＩ事業者が選定事業（いわゆるサービス購入型で、地方公共団

体の長が証明したものに限る。）により整備する一定の家屋に係る不動産取得税、固

定資産税及び都市計画税の課税標準の算定に当たっては、当該家屋の価格の２分

の１に相当する額を価格から控除する。（地方税法附則第 11 条第 6 項及び第 15 条

第 17 項参照：平成 31 年度末取得分まで。） 
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（３）「公の施設」とＰＦＩ 

ア 公の施設とは 

公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために普

通地方公共団体が設ける施設をいう（地方自治法第 244 条）。 

イ 指定管理者制度  

議会の議決を経て指定した管理者に、施設の使用許可、自らの収入となる利用

料金の収受を含む、公の施設の管理運営を行わせることができる制度である。 

ＰＦＩにおいても公の施設を取り扱う場合においては、本制度を活用することにな

り、ＰＦＩ事業者を指定管理者として指定することができる。 

なお、指定管理者の指定を受けない民間事業者が、公の施設において、包括

的な委任でなく、警備や清掃等の事実上の業務、入場券の検認等の定型的行為

等といった業務をＰＦＩ事業として行うことは可能だが、その場合には、ＰＦＩ事業者は、

施設の利用料金を自らの収入として収受できず、料金の設定も行うことができない

（平成 12 年 3 月 29 日付け自治事務次官通知「地方公共団体におけるＰＦＩ事業

について」第６ 公の施設関係）。 

本制度の詳細については、「指定管理者制度導入・運用に係るガイドライン」を

参照すること。 

（４）行政財産の取扱い 

ＰＦＩ事業により県有地上に施設を整備する場合には、下記に留意する。  

ア ＰＦＩ事業の施設用地の位置付け 

（ア） ＢＴＯ（施設整備直後に施設の所有権を県へ移転）の場合  

当該施設の用地は行政財産として位置付ける。 

（イ） ＢＯＴ（事業期間終了後に施設の所有権を県へ移転）の場合  

ＰＦＩ事業者に普通財産として用地を貸し付けるときは、事業終了後に施設の

所有権が県へ移転され、行政財産となる時点で、当該県有地も普通財産から行

政財産へ切り替える。 

イ 行政財産のＰＦＩ事業者への貸付け 

行政財産については、地方自治法第 238 条の 4 第 1 項の規定により、原則とし

て私権を設定することができないこととされているが、平成 13 年 12 月及び平成 17

年 8 月のＰＦＩ法の一部改正により、次の特例が設けられた。 

○ 地方公共団体は、必要があると認めるときは、ＰＦＩ事業の用に供するため、行

政財産をＰＦＩ事業者に貸し付けることができる。 

○ ＰＦＩ事業に係る公共施設等とＰＦＩ事業以外の民間収益施設等を合築で整備

する場合、必要があると認めるときは、行政財産である土地をその用途又は目的

を妨げない範囲で、ＰＦＩ事業者に貸し付けることができる。 

なお、当該合築建物に係る行政財産である土地は、ＰＦＩ事業者から民間施

設部分を譲渡された第三者にも貸付けを可能とする（再譲渡の場合も同様）。 

○ また、イの貸付けを受けた事業者が、ＰＦＩ事業終了後も引き続き建物の一部を
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所有しようとする場合、必要があると認めるときは、行政財産である土地を、その

用途又は目的を妨げない範囲で、この事業者に貸し付けることができる。                          

○ ＰＦＩ事業により特定施設 9の設置事業を実施するに当たり、合築以外の形態に

より民間施設を併設する場合、当該民間施設がＰＦＩ事業の実施に資するもので

あれば行政財産である土地をＰＦＩ事業者及びＰＦＩ事業者から特定施設の譲渡

等を受けた第三者に貸し付けることができる（再譲渡の場合も同様）。                         

 

（５）公共施設等運営権制度の活用  

公共施設等運営権制度とは、利用料金の徴収を行う公共施設等について、施設

の所有権を公共主体が有したまま施設を運営する権利である「公共施設等運営権」

を民間事業者に設定することができる制度である（ＰＦＩ法第 16 条）。 

公共施設等運営権は、施設整備を伴わない既存施設にも適用可能であるとともに、

財産権と認め、その譲渡を可能とするとともに、抵当権の設定が可能となっているため、

公共施設等運営権の設定を受けた民間事業者（運営権者）の資金調達が有利とな

る面が特徴である。 

公共施設等運営権の設定により、民間事業者は安定的で自由度の高い運営と利

用者ニーズを反映した質の高いサービスの提供が可能となり、行政は民間事業者か

ら、当該施設の整備に要した費用に相当する金額の全部又は一部を、公共施設等

運営権設定の対価として徴収することができるとされた。 

公共施設等運営権方式を実施する場合の詳細については、ＰＦＩ法及び同施行令、

同施行規則に加えて、国の「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関する

ガイドライン」も参考とする。 

なお、ＰＦＩ法第 18 条により、公共施設等運営権の設定される民間事業者の選定

にあたっては、選定の手続等について条例で定めることとされているので留意が必要

である。 

 

  

                                                
9 公共的施設のうち、熱供給施設、新エネルギー施設等やこれらに準ずる施設として政令で定め

るもの。 
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第二章 PPP/PFI 手法の導入検討 

本章では、本県における PPP/PFI 手法の導入検討を行う対象事業や、導入検討手順

について示す。 

ただし、導入検討手順においては、基本的にＰＦＩの導入検討を想定した手順を示す

が、ＰＦＩ以外のＰＰＰ手法の導入を検討する場合においても、本章の手順を準用して

手続きを進めることとする。 

 

１  導入検討の開始時期  

本県（知事部局、水道局、企業土地管理局、病院局、教育庁、警察本部）において、

事業担当課は次のような場合に PPP/PFI 手法の導入検討を行うこととする。 

ア 公共施設等の整備等 10を行うために基本構想や基本計画等を策定する場合  

イ 公共施設等の運営等の見直し11を行う場合  

ただし、知事部局、教育庁及び警察本部が事業主体となる事業のうち、庁舎等の

施設 12に係る事業については、原則として個別施設計画に位置付けられているものを

対象とする。 

  

                                                

10 「整備等」とは、新たな建設（建替えを含む）、増築、大規模改修等をいう。  

11 「運営等の見直し」とは、既存施設の運営を県の直営から外部委託しようとする場合や、既存施

設を別の用途に転用する場合、個々に契約している複数施設の管理業務を一括委託しようと

する場合などが想定される。  

12 「庁舎等の施設」とは、千葉県公共施設等総合管理計画における「庁舎・学校等の施設」をい

い、行政施設等の他、試験研究機関、県立学校、警察施設、公の施設（社会基盤施設や地方

公営企業施設を除く）をいう。  
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２  導入検討対象事業  

本県において PPP/PFI 手法の導入検討を行う事業（以下「導入検討対象事業」と

いう。）は、次の（１）及び（２）に該当する事業とする。  

なお、（１）及び（２）に該当しない事業であっても、PPP/PFI 手法の導入による効果が

見込めると事業担当課が判断する事業については、導入検討対象事業とすることがで

きる。 

（１）施設の種類  

ＰＦＩ法第２条第 1 項に規定する公共施設等に関する事業で、次のいずれか

に該当する事業  

ア 建築物やプラントの整備等に関する事業  

イ 利用料金の徴収を行う公共施設整備事業  

（各施設の具体例）  

建 築 物：文教施設、医療施設、複合施設、社会福祉施設、観光施設、警察施設、

宿舎、事務庁舎など  

プラント：廃棄物処理施設、水道浄水場、工業用水道浄水場、下水汚泥有効利用

施設、発電施設など  

利用料金の徴収を行う公共施設：博物館、文化・スポーツ施設など  

 

（２）事業規模  

次のいずれかの事業費基準を満たす事業  

ア 施設整備費（設計費と建設費の合計）が10億円以上の事業  

イ 単年度の維持管理費、運営費 13が１億円以上の事業  

複合化施設整備事業や同時期に行う複数の同種事業の場合には、単体ではな

く全体の事業規模で判断する。 

 

（３）対象事業の例外  

導入検討対象事業に該当するもののうち、次に掲げる事業については導入検討

対象事業から除くことができるものとする。 

ア 既に指定管理者制度など PPP/PFI 手法の導入が前提とされている14事業  

イ 法制度等により、民間による事業実施が難しい事業  

ウ 災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある事業  

                                                

13 「維持管理費、運営費」については、行政が担う業務に係る人件費などは除き、民間への委託

が可能な業務範囲に限る。民間へ委託可能な業務範囲の想定例は下記の通り。  

【維持管理業務】清掃、設備点検、警備、宿直など  

【運営業務】（庁舎） 総合案内など 

（公の施設） 利用受付、安全管理、備品管理など  

14 公の施設については、「指定管理者制度導入・運用に係るガイドライン」において「県が所有す

る全ての公の施設について、指定管理者制度の導入を検討する」こととされている。 
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３  ＰＦＩ以外のＰＰＰ手法への準用  

「５ 導入検討手順」以降においてはＰＦＩを対象とした検討手順について示すが、

事業によってはＰＦＩ以外のＰＰＰ手法が適している場合が考えられる。 

そこで、ＰＦＩ以外のＰＰＰ手法を検討する場合においても、「５  導入検討手順」

以降の手順を準用するものとする。 

なお、PPP/PFI 手法の詳細については、「第一章  １ ＰＰＰとは」（Ｐ１～Ｐ３）を参照

すること。 

 

 

４  民間事業者からの提案への対応  

平成 23 年のＰＦＩ法改正により制度化された民間事業者からの提案制度に基づく

提案があった場合には、次の手順による。 

なお、受付に先立ち、必要に応じて民間事業者への適切な指導、助言を行うこと

とする。 

○ 受付は、当該事業を所管する部局において行う。当該事業が複数の部局にまた

がる場合には、関係する部局において受付方法を調整する。 

○ 当該提案事業の公共事業としての必要性等を検討した上で、ＰＦＩ事業としての

適性を評価する。なお、評価に当たっては資産経営課の支援を受けて行うものとす

る。 

○ その結果については、できるだけ速やかに提案者に通知するとともに、事業案の

概要、公共施設等の管理者等の判断の結果及び理由の概要を適切な時期に適

宜公表する。 

○ 事業所管部局において、当該提案事業についてＰＦＩ事業としての適性があると

判断した場合には、通常のＰＦＩ手続の場合と同様の手続で行う。 
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５  導入検討手順  

導入検討対象事業については、次の手順により導入検討を実施する。 

導入検討の各段階において、ＰＦＩの導入効果が期待できず、従来型手法により

事業を実施することとした場合は、検討結果について資産経営課が取り纏めの上、

県庁ホームページにおいてその理由等を公表する。 

なお、「簡易定量評価結果書」（様式２）の各項目など、予定価格の推測につなが

る事項の公表に当たっては、建築工事等の入札手続き終了後等の適切な時期に行

うよう留意する。 

 

【千葉県におけるＰＦＩ導入検討手順】 

事業担当課  資産経営課等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

No 

No  

No  

No  ・予備検討  P22  

報告  

ＰＦＩの適性確認、簡易なＶＦＭ評価  

報告  
・導入検討調書の作成  P24  

助言  

報告  
・導入可能性調査  P29  

民間コンサル等を活用して実施  

・ＰＦＩ導入適否の意思決定  

資産経営課に検討結果を報告  
（事業担当課に対してヒアリングを実施） 

・資産経営課及び庁内関係課 
を交えた検討（ＷＧ） 

P28  

庁舎等の施設  

ヒアリング 

庁舎等の施設以外の施設  

・事業担当課による判断  P28  

ヒアリング 

・ＰＦＩ法に基づく手続きへ 第三章  

資産経営課に調査結果を報告  
（事業担当課に対してヒアリングを実施） 

 

・県有施設整備部会  

・施設整備全般に係る検討において 

事業手法を判断  

P28  

※従来型手法による整備とした場合  

・ＰＦＩを導入しない旨の公表  

資産経営課でとりまとめのうえ、 

県庁ＨＰで理由等について掲載する  

P32  

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

報告  
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６  事業担当課による予備検討  

（１）予備検討の実施  

ＰＦＩの導入検討を効率的に行うため、事業担当課は導入検討対象事業について、

次のア～ウについて予備検討を行い、国、他の地方公共団体のＰＦＩ導入事例等を参

考とし、現実的な検討対象であるかを勘案しつつ、検討対象の絞り込みを行う。 

ア ＰＦＩの適性確認  

ＰＦＩの導入検討に当たり、導入検討対象事業が明らかにＰＦＩ事業としての適性

を欠く事業ではないことを確認する。 

なお、確認に当たっては、主に以下の（ア）～（エ）の視点を考慮する。 

ただし、（イ）及び（ウ）については、制度（補助金や法制度等）面等の変更により

過去の事例が参考にならない場合があることに留意すること。 

（ア） 設計から建設、維持管理、運営までの業務の多くを一括で民間事業者に委

託できそうな事業であること 

（イ） 明らかに補助金適用面で不利でなく、法制度面で導入が不可でない事業で

あること 

（ウ） 過去の導入検討において、導入可能性がないとされた事業でないこと 

（エ） 全体事業の一部の施設整備等に着手していない事業であること 

このとき、ＰＦＩ以外の他のＰＰＰ手法の適正についても確認する場合は、「第一章  

１ ＰＰＰとは」（Ｐ１～Ｐ３）を参照すること。なお、他のＰＰＰ手法を採用することとした

場合においても、本項以降の検討手順を準用して検討を進めることとする。 

 

イ 定量的効果の確認（簡易なＶＦＭ評価） 

ＰＦＩの導入検討では、ＰＦＩの導入により事業が効率的かつ効果的に実施できる

かが基準となり、ＶＦＭ15の有無を評価することが基本になる。 

そこで、一定の前提条件の下で、単純化したモデルに基づきＰＳＣ（従来型公共

事業コスト）とＰＦＩＬＣＣ（ＰＦＩ事業の Life Cycle Cost）を算定することによって、コス

ト比較による定量的なＶＦＭを簡易に評価する。 

評価に当たっては、下記ＶＦＭ簡易計算ソフトを活用すること。原則として内閣府

の計算ソフトを使うこととするが、事業の内容によってより詳細な数値が把握できる

場合は国土交通省の計算ソフトを使用することも可能とする。 

なお、ＶＦＭ簡易計算ソフトの使用方法や計算結果の評価等について不明な点

がある場合は、資産経営課に問い合わせること。 

■内閣府 HP（PPP/PFI 手法導入優先的検討規程策定の手引  別紙２～５） 

http://www8.cao.go.jp/ＰＦＩ/yuusenkentou/shishin.html 

（エクセルデータを希望する場合は、資産経営課まで問い合わせること。） 

                                                

15 「第一章  ４ ＰＦＩの特徴  （２）ＶＦＭ（Value For Money）」（P6）を参照。 

http://www8.cao.go.jp/pfi/yuusenkentou/shishin.html
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■国土交通省ＨＰ（ＶＦＭ簡易計算ソフト） 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/sosei_kanminrenkei_fr1_00

0007.html 

「ＶＦＭがある」と見込む目安値は、長期契約から来るリスク（契約後の金利上昇

リスクなどの追加負担）や算定方法を省略及び簡易化したことからくる追加コストの

発生を考慮して 10％程度とする。 

なお、事業規模があまり大きくない事業においてはＶＦＭの絶対値が小さいことか

ら、10％よりもかなり大きいことが望ましい。 

 

ウ 定性的効果の確認  

定量的効果の確認においてＶＦＭが 10％に満たない場合でも、民間が保有する

経営上のノウハウや技術的能力によって公共サービスの著しい向上が見込まれる

場合、ＰＦＩの導入による効果があると言えることから、定量的な効果（ＶＦＭ）だけで

なく、定性的な効果が期待できるかについても確認する。 

（定性的な効果の例） 

・ 民間が保有する経営上のノウハウや技術的能力を活用することにより、利用時

間の延長や新たなサービスの提供など、利用者のニーズに対応した良質で多様

なサービスを柔軟に提供することが期待できる。 

・ 維持管理運営業務を一括発注することにより、各業務間の連携・整合性の向上

及び業務の効率化が図られる。 

・ 修繕等に係る個別業務発注の事務手続を要さず、ＰＦＩ事業者の判断で迅速な

対応を取ることが可能になる。 

 

（２）予備検討結果報告書の提出  

予備検討の結果を受け、事業担当課はＰＦＩの導入検討を進めるかどうかについて

判断を行う。この際、導入検討対象事業がＰＦＩ事業として明らかに適性を欠くもので

ないか、ＶＦＭが一定規模（10％以上）見込めるか、ＶＦＭが一定規模に満たない場

合であっても民間の創意工夫が発揮され、低廉で良質な公共サービスが提供される

可能性があるか等を勘案して判断すること。 

事業担当課は予備検討の結果をとりまとめ、「予備検討結果報告書」（様式１）及

び「簡易定量評価結果書」（様式２）を作成して資産経営課に提出する。 

報告書の提出を受けて、資産経営課は事業担当課に対しヒアリングを実施し、報

告書の内容の確認等を行う。 

 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/sosei_kanminrenkei_fr1_000007.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/sosei_kanminrenkei_fr1_000007.html
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７  庁内検討 

（１）基本的な考え方  

予備検討を経て、ＰＦＩの導入検討を進めることとなった事業については、事業担当

課において「ＰＦＩ導入検討調書」を作成し、調書をもとに資産経営課及び庁内関係

課を交えた庁内検討を実施する。 

庁内検討を行うことにより、ＰＦＩの導入が不適な事業への外部委託調査の実施を

排除するとともに、庁内へのＰＦＩに係るノウハウの蓄積を図る。  

 

（２）ＰＦＩ導入検討調書の作成  

事業担当課は以下の手順により検討を行い、「ＰＦＩ導入検討調書」（様式３）を作

成する。 

検討項目  

① 同種の先行事例の状況  

② 事業を実施する必要性があるか 

③ スケジュール的に問題はないか 

④ 制度面及び公共性等において障害はないか 

⑤ ＰＦＩの適性はあるか 

⑥ 適切なＰＦＩ事業の範囲及び事業方式等が想定されているか 

⑦ 他の民間活用による事業手法よりもＰＦＩが適しているか  

⑧ 総合的評価  

 

検討項目の詳細  

① 同種の先行事例の情報収集  

国や他の自治体における同種の先行事例の情報収集等を行いつつ、これ以降の

検討を行う。情報収集する主な事項は次のとおり。 

○ 事業概要（事業範囲、事業方式、事業形態、事業期間、施設整備及び維持

管理・運営コスト規模など） 

○ 建設・設計費縮減率、維持管理・運営費縮減率  

○ ＰＦＩを導入したか（効果はあったか）、断念したか（その理由は）  

 

② 事業を実施する必要性があるか 

事業を実施する必要性、実施しない場合の問題点、県が実施主体となる理由等が

妥当なものかどうか再確認する。 

 

③ スケジュール的に問題はないか 

供用開始時期が既に決まっている施設について、ＰＦＩの導入を検討する場合には、

供用開始時期から遡って、スケジュール的にＰＦＩを採用することが可能か否かについ
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て十分にチェックする。 

 

④ 制度面及び公共性等において障害はないか 

ア 法制度  

法制度上、民間事業者が建設、所有し、運営することが可能な施設であるのか

否かを検討する。 

「公共施設等の整備等において民間事業者の行い得る業務範囲」（平成 16 年

6 月内閣府民間資金等活用事業推進室）等を参考に検討する。 

イ 公共性・公益性の担保  

当該公共施設等を民間事業者が建設、所有、運営した場合に、公共性・公益

性が担保できるのかを検討する。 

ウ 財政面  

県が初期投資の資金を起債等により調達して自ら事業を行う場合と、民間に委

ねて、後に平準化させた割賦払で事業を行う場合のどちらがよいのか、またサービ

ス購入型を念頭においた場合に、長期間にわたりサービス対価を支払う財政能力

があるのか等を検討する。 

なお、起債が可能な事業であれば、ＰＦＩを導入しなくてもある程度の財政支出の

平準化を図ることができる。 

エ 補助金適用面  

ＰＦＩを適用した場合に補助制度が活用できなくなる事業はＶＦＭを得ることが難

しく、その場合は県が直接事業を行う従来型手法の方が有利と見込まれる。 

「地方公共団体がＰＦＩ事業を実施する際の国の補助金等の適用状況について」

（平成 20 年 6 月内閣府民間資金等活用事業推進室）等を参考に検討する。 

 

⑤ ＰＦＩの適性はあるか（適性をみる検討視点をチェック） 

ア 民間が経営上のノウハウや技術的能力を持つ分野であり、その活用の余地があ

るか 

民間によるサービスであることのメリットを十分に発揮するためには、その事業分

野において民間が経営上のノウハウや技術的能力を持っており、また、複数の事業

者が存在することで競争性が確保される必要がある。 

そして、民間の創意工夫の余地が大きい事業（設計段階から取り組むことができ

るなど）は、ＰＦＩで行うメリットが大きくなる。 

イ 維持管理・運営面の比重が高いか 

施設の建設よりも維持管理・運営の方が民間の持つノウハウや創意工夫が発揮

しやすいため、ある程度の維持管理・運営的側面がある事業の方が有利と言われ

ている。 

ウ サービスの需要が安定的・継続的に確保可能か 

需要変動リスクが小さい事業の場合は、民間事業者が事業計画を立てやすく、
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結果として多くの入札参加者が見込まれ、その競争効果が期待できる。 

また、ＰＦＩ事業は長期にわたることから、事業期間中に事業の継続が困難になら

ないよう、安定した需要が見込まれる事業であることが必要である。  

エ 事業の成果が明確に計測できるか 

効果が明確に計測できる事業の場合は、県が民間からサービスを購入する際の

基準が明確になるとともに、サービスの質の検査も行いやすく、客観的な評価基準

で効果を測定できる。 

オ 事業実施に当たり、民間事業者が適切にリスクをコントロールできるか 

民間事業者が既に参入している事業は、民間事業者のリスクコントロールやリスク

ヘッジが可能な事業ということができ、ＰＦＩを導入した場合にも民間事業者の参画

を得られやすいと考えられる。 

 

⑥ 適切なＰＦＩ事業の範囲及び事業方式等が想定されているか 

ここまでの検討結果を踏まえて、想定しているＰＦＩ事業の範囲、事業方式（ＢＴＯ方

式、ＢＯＴ方式等）、事業形態（サービス購入型、独立採算型、ジョイントベンチャー

型）、民間事業者とのリスク分担などについて検討を行う。 

ア 民間事業者に委ねることが可能な事業範囲  

「⑤ ＰＦＩの適性はあるか」を考慮しながら、設計、建設、維持管理、運営の各段

階において、どこまでをＰＦＩの事業範囲とするか検討する。 

特に、維持管理・運営段階については、各業務についてどれをＰＦＩの事業範囲

とするか慎重に検討する必要がある。 

民間収益施設等の独立採算要素の強い事業については、集客事業として成り

立つのか、立地、顧客層、商圏、競合、民間事業者の運営力等を十分に検討する

必要がある。 

なお、民間収益施設を併設する場合は、民間収益施設の経営リスクによりＰＦＩ

事業の実施に支障を生ずるおそれがあるため、ＰＦＩ事業から民間収益施設の経営

リスクを可能な限り分離させることや、完全に分離できない場合でも、経営リスクが最

小限となるように契約等において適切に措置することに留意する必要がある。 

イ 事業方式  

事業方式については次の点から検討し、最も適切な事業方式（ＢＴＯ方式、ＢＯ

Ｔ方式等）を採用する。 

（ア） 法令面  

所有や運営等の主体についての法令上の制限の有無を確認する。 

公共性の確保から、民間事業者の所有とすべきかについても検討する必要が

ある。 

（イ） リスク管理面  

民間事業者が施設を所有した場合、施設の維持、修繕など所有に伴うリスク

が民間事業者に移転する。また、所有権の有無により利用の自由度が増すなど、
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事業のコントロールのしやすさに違いを生ずることがあるので、民間事業者が施

設を所有し、創意工夫を発揮しやすい事業方式とすることについても考慮する必

要がある。 

（ウ） コスト面  

民間事業者が施設を所有した場合、国の補助金が適用されないことや、新た

な税負担が生じることがあるため、これらを考慮する必要がある。  

ウ 事業形態  

事業形態については、事業の収益性を検討し、最適な事業形態（サービス購入

型、独立採算型、ジョイントベンチャー型）を選択する。 

エ 事業期間  

事業期間については、次の点から検討する。 

（ア） 事業環境の変化  

社会環境の変化等を考慮し、安定的な需要が見込める範囲内で事業期間を

設定する必要がある。特に、技術革新が著しい業務については、事業期間を短

くするなどの工夫が必要である。 

（イ） 施設の耐用年数  

施設の耐用年数を大幅に上回る事業期間を設定した場合、大規模修繕や施

設更新の費用や時期を想定することが困難となり、民間事業者のリスクが大きく、

参画を阻害することがある。 

（ウ） 資金調達  

事業期間が長くなると、期間中県からの支払額を金利水準に併せて変更する

ことが必要となることに留意する必要がある。 

（エ） 公共負担額削減  

ＶＦＭの検討に際し、事業期間を数ケース設定し、県の財政負担が最も削減

されるケースを検討する。 

オ 民間事業者とのリスク分担 16 

事業の性格から想定される特別なリスクについて、民間事業者とどのように分担

するのか検討する。 

 

⑦ 他の民間活用による事業手法よりもＰＦＩが適しているか 

ここまでの検討結果を踏まえて、民間活用による事業手法としてＰＦＩが最も適して

いるか再確認する。 

仮にＰＦＩの活用が困難な場合であっても、他の事業手法により相当広範に民間主

体を活用することができる。また、様々な理由により他の民間活用による事業手法の

方がＰＦＩよりも適していることもある。 

                                                

16 「第一章 ４  ＰＦＩの特徴  （４）官民の適切なリスク分担」（P8～P9）及び「第三章 

３  実施方針の策定、公表  （４）リスク分担の考え方」（P38～P39）を参照。  
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⑧ 総合的評価  

①から⑦における検討事項及び予備検討において実施した簡易なＶＦＭ評価（Ｐ２２）

を整理し、ＰＦＩの適性について総合的な評価を行う。 

 

（３）庁内関係課を交えた検討  

事業担当課は「ＰＦＩ導入検討調書」を資産経営課に提出する。 

調書の提出を受け、資産経営課はワーキンググループ17を設置し、「ＰＦＩ導入検討

調書」をもとにＰＦＩを導入する可能性について検討を行う。 

ワーキンググループは、検討結果を県有施設整備部会の部会長である資産経営

課長に報告する。 

 

（４）事業手法の判断  

ア 庁舎等の施設に係る事業  

資産経営課長は、ワーキンググループによる検討結果を踏まえ、県有施設整備

部会を開催し、施設整備全般の検討を行うとともに事業手法の判断を行う。 

イ 庁舎等の施設以外の施設に係る事業  

資産経営課長は、ワーキンググループによる検討結果に基づきＰＦＩを導入する

妥当性について事業担当課へ助言を行い、事業担当課はこれを踏まえて事業手

法の判断を行う。 

 

  

                                                
17 ワーキンググループは、県有施設整備部会の下部組織として個別事業に係るＰＦＩの

導入可能性を検討するため、資産経営戦略会議部会設置要領第６条に基づき、その都度

設置する。  

 ワーキンググループの構成員は事業担当課の他、資産経営課、営繕課、施設改修課、

事業部局の主管課など。なお、知事部局以外の事業にあっては、上記の課と同様の業務

を行う部署を加える。  



８ 導入可能性調査 

29 

８  導入可能性調査  

（１）基本的な考え方  

ＰＦＩの導入検討を推進することとなった事業については、導入可能性調査を実施

する。導入可能性調査は、事業方式、事業の範囲、リスク分担、事業採算性やＶＦＭ

等について市場調査を踏まえて詳細に検討するもので、ＰＦＩの導入の適否を総合的

に判断するための重要な調査である。 

 

（２）委託業者の選定方法  

導入可能性調査の実施に当たっては、民間コンサルタント等に委託して実施する

のが一般的であり、委託業者の選定方法は、競争性を確保しつつ、委託業者の能力

や専門性、価格等を総合的に勘案して選定できる公募型プロポーザル方式が適当と

考えられる。 

 

〔委託業者選定のための評価項目〕 

○会社の業務経歴  

○調査責任者の類似業務実績  

○調査の実施体制  

○受託するに当たっての実施方針  

○当該事業におけるＰＦＩ事業スキーム等に関する考え方  

○当該事業にＰＦＩを導入することの妥当性とその考え方  

○ＶＦＭ算定の具体的な方法  

○市場調査の内容及び実施方法  

○調査開始から結果取りまとめまでの事務作業とスケジュール  

 

（３）調査の実施  

事業担当課は、ＰＦＩ導入可能性調査について、委託業者及び資産経営課との連

携のもと、次のとおり実施する。 

調査項目  

① 調査・検討に当たっての前提整理  

② ＰＦＩの事業範囲・事業方式等の検討  

③ 市場調査の実施  

④ ＶＦＭの算出  

⑤ スケジュール等の確認  

 

調査項目の詳細  

① 調査・検討に当たっての前提整理  

ア 事業計画の整理  
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対象事業について、事業規模、施設計画概要、事業スケジュール等の事業計

画を整理する。 

イ ＰＦＩの導入にかかる法制度等の把握  

対象事業について、関連法令、諸規制、補助金との関係を把握する。  

 

② ＰＦＩの事業範囲・事業方式等の検討  

ア ＰＦＩの事業範囲の検討  

対象事業の設計、建設、維持管理、運営の各段階において、どこまでをＰＦＩの

事業範囲とするかを検討する。 

特に維持管理・運営段階については、各業務内容についてＰＦＩの事業範囲とす

るか検討することに留意する。 

イ 事業方式等の検討  

対象事業について、事業形態 (サービス購入型等 )、事業方式 (ＢＯＴ、ＢＴＯ方式

等 )、事業期間を検討する。 

ウ リスク分担の検討  

対象事業について、民間事業者の選定段階から施設の移転段階までの各段階

で発生すると考えられるリスクを抽出し、県と民間のリスク分担を検討する。 

エ ＰＦＩ事業スキーム概要の構築  

ここまでの検討内容を踏まえ、ＰＦＩの事業スキームの概要を検討する。 

 

③ 市場調査の実施  

構築した事業スキームの概要をもとに、広く民間事業者からの意見等を聴取するた

めの市場調査を実施する。 

市場調査は、事業内容によって実施可能な民間事業者数が少ないなど、県が事

前に予測しがたい条件を有する場合も考えられるため、事業の枠組みの正当性を確

認し、円滑な事業進捗を図るために重要な調査である。 

調査は、民間事業者に対するヒアリングにより行う。 

なお、その際には、事業情報の保持に適切な配慮が必要である。  

ア ヒアリングの対象  

○主たる業務を行う業種の事業者  

○応募グループの代表企業となる可能性のある事業者  

○運営の比重が高い場合には、運営を行う可能性のある事業者  

○ＰＦＩ事業に融資を行う可能性のある金融機関  

イ ヒアリングの内容  

○ＰＦＩの事業範囲の妥当性  

○ＰＦＩの事業スキーム（事業方式、事業期間等）の妥当性  

○資金調達の条件、民間事業者の採算性等  

○リスク分担の妥当性  
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○応募等のスケジュール面への意見   等  

 

④ ＶＦＭの算出  

ここまでの検討内容に基づき、従来型手法及びＰＦＩを採用した場合の県の負担額

（ＰＳＣ及びＰＦＩＬＣＣ）をそれぞれ算定する。 

さらに、この段階で想定し得るリスクについて、必要なリスク調整を行った上でＶＦＭ

を算定する。 

 

⑤ スケジュール等の確認  

事業担当課は、今後のＰＦＩの導入に当たってのスケジュールを調整するとともに、

推進体制について検討を行う。 

なお、通常、実施方針の策定・公表までは、当該事業におけるＰＦＩ事業の内容に

ついて対外的に公表しないため、調査結果の取扱いには注意が必要である。 

 

（４）導入可能性調査における県の役割  

ＰＦＩ導入可能性調査を民間コンサルタント等に委託しても、全てを任せるのではな

く、県が担うべき役割がある。県が担うべき役割として主に以下のことが挙げられる。  

○ 「７ 庁内検討」において作成したＰＦＩ導入検討調書の内容及び簡易なＶ

ＦＭ評価結果等の妥当性について検証する。庁内検討と導入可能性調査の大

きな違いは、市場調査を踏まえたものかという点であり、その点を十分に認

識して行う。 

○ 委託調査結果を有効なものとするため、事業内容やリスク分担などの前提条件に

ついては、委託当初より民間コンサルタント等に十分な理解が得られるよう努める。 

○ 行政内部の手続や法規制及び補助制度について情報収集する。これらの分野

は、民間コンサルタント等よりも事業担当課の方が情報を有していると考えられる。  

○ 民間コンサルタント等が示したＰＳＣ（従来型公共事業コスト）の算定に必要な初

期投資、資金調達や収入、費用項目に対して、当該事業あるいは従来の類似事

業の金額等の把握を行う。 

○ 調査内容を全体にわたって把握し、その結果について妥当性を検討する。 

特に民間コンサルタント等によるＶＦＭの算定において設定された縮減率等の

数値についてその根拠を十分に確認し、算定結果についてチェックを行う。 

 

（５）調査結果報告書の提出  

事業担当課は導入可能性調査の結果報告書に、当該調査に基づくＰＦＩの導入の

適否に係る意見を付して資産経営課に提出する。 

導入の適否の評価に当たっては、特に以下の点を重視する。 

○ 市場調査結果を踏まえて民間事業者の参入が期待できるか。 

○ ＰＦＩの事業範囲や民間事業者とのリスク分担が妥当か。 
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○ 各種パラメータ値の妥当性を確認した上でＶＦＭがでているか。 

○ ＰＦＩの導入に当たっての課題について解決が可能か。 

※サービス購入型以外の場合は、採算性が確保できるかについて特に慎重な検討が必要。 

報告書の提出を受けて、資産経営課は事業担当課に対しヒアリングを実施する。ヒ

アリングの結果、見直しが必要であると判断した場合には、事業担当課に対しＰＦＩの

導入の適否等について再検討を促すこととする。 

事業担当課は、導入可能性調査及びヒアリングの結果を踏まえ、ＰＦＩの導入の適

否について最終的な意思決定を行う。 

 

  



第三章 ＰＦＩ法に基づく導入手続き 

33 

第三章 ＰＦＩ法に基づく導入手続き 

ＰＦＩの導入を決定した事業については、本章の手順に従って導入の手続きを行う。 

また、ＰＦＩ以外のＰＰＰ手法の導入手続きにおいても、ＰＦＩ独自の法律に基づく手続き

（実施方針の策定、公表、特定事業の選定等）を除き、本章の手順を準用する。 

 

【千葉県におけるＰＦＩ事業の導入手続き】 

事業担当課  資産経営課等  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・ＰＦＩアドバイザーの選定  

・事業者選定委員会の設置  

事業実施に係るアドバイザーを選定  

・実施方針の策定、公表  

・債務負担行為の設定  

・民間事業者の募集、選定、公表 

・契約の締結  

・事業の終了・事後評価  

外部有識者を含む委員会を設置  

事業内容等の「実施方針」を策定、公表  

ＰＦＩ事業として実施することを確定、公表  

総事業費について債務負担行為を設定  

実施事業者の公募、選定、公表  

選定した事業者との契約  

各段階におけるモニタリング  

事業者選定委員会の開催  
（実施方針の検討） 

事業者選定委員会の開催  
（特定事業の評価） 

事業者選定委員会の開催  
（入札説明書、要求水準書、契約書の検討）  

（落札者決定基準の検討）  

（提案書の審査、評価）  

（落札者の選定）  

・特定事業の評価・選定、公表  

・事業の実施、モニタリング 

報告  

P34  

P36  

P37  

P41  

P42  

P43  

P50  

P52  

P53  

庁内関係課と連携した体制整備  

資産経営課に事後評価結果を報告  
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１  ＰＦＩアドバイザーの選定  

（１）ＰＦＩアドバイザーの必要性  

ＰＦＩ事業を行う場合には、実施方針の策定、民間事業者の募集・選定、契約の締

結といった手続を進めるに当たり、金融・法務・技術等の専門知識やノウハウを必要と

することから、外部の専門家をＰＦＩアドバイザーとして活用することが有効であり、ＰＦＩ

アドバイザーの助言を得て実務手続を進めていくことになる。 

また、各専門のＰＦＩアドバイザーとともに、事業全体を総合的に支援する総括アド

バイザーも必要になり、ＰＦＩ事業のアドバイザリー業務は総括アドバイザーに一括して

委託発注されるのが一般的である。 

なお、選任したＰＦＩアドバイザーの関係企業等が当該事業に応募又は参画する場

合には、特に秘密保持及び公正さに対する信頼性の確保に留意する必要がある。こ

の場合、ＰＦＩアドバイザーとの契約において、当該ＰＦＩ事業に関する一切の情報提供

や情報交換等が行われないよう措置する必要がある。 

また、選任したＰＦＩアドバイザーが、当該事業に応募又は参画しようとする民間事

業者のアドバイザーになることも適切でないので、注意する必要がある。 

 

（２）ＰＦＩアドバイザーの選定方法  

ＰＦＩアドバイザーは、原則として競争性を確保して選定するものとする。 

そこで、導入可能性調査の委託業者選定と同様に、競争性を確保しつつ、ＰＦＩア

ドバイザーの能力や価格等を総合的に勘案して選定できる公募型プロポーザル方式

が適当と考えられる。 

〔ＰＦＩアドバイザー選定のための評価項目〕  

○会社の業務経歴  

○ＰＦＩアドバイザーの類似業務実績  

○ＰＦＩアドバイザーの能力（過去の類似業務で果たした役割）  

○アドバイジング体制  

○受託するに当たっての実施方針  

○当該事業におけるＰＦＩ事業への理解度  

 

（３）ＰＦＩアドバイザーの経費  

プロジェクトの内容、期間、ＰＦＩアドバイザーの投入人員等により、大きく変わるため、

コンサルタント等への委託に当たっては、事業の内容に合わせて委託すべき事項を精

査した上で経費等を見積もる必要がある。  

 

（４）実務手続きにおける県とＰＦＩアドバイザーの役割分担（一般例）  

ＰＦＩ事業の実施に向けたアドバイザーの役割・業務として、次のような事項が考えら

れる。 
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作業項目  県  ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

実施方針の策定・

公表  

実施方針の策定  検討・承認  案の作成  

実施方針の公表  公表  － 

実施方針への質問等の回答  回答の作成  

要求水準書（案）の作成  検討・承認  案の作成  

要求水準書（案）の公表  公表  － 

要求水準書（案）への質問等の回答  回答の作成  

特定事業の選定・

公表  

特定事業の選定の検討  検討・承認  案の作成  

選定結果の公表  公表  － 

民間 事 業 者 の募

集要項の検討  

入札説明書の作成  検討・承認  案の作成  

民間 事 業 者 の選

定  

落札者決定基準の作成  検討・承認  案の作成  

参加資格審査  審査  － 

基礎審査及び定量化審査  検討・承認  

・審査  

案の作成  

事業者の選定  検討・選定  － 

事業者選定に係る評価の公表  公表  － 

契約の締結  契約書の作成  検討・承認  案の作成  

契約交渉  交渉  － 

契約の議決  議決  － 

※ 本県における先行事例を参考に一般的に考えられる例として作成したものであり、ＰＦＩア

ドバイザーと県との調整により、異なる役割分担になることも考えられる。  

なお、県の役割の中において「承認」とあるが、事業者選定委員会に諮ってから行うのが

一般的である。 

また、民間事業者の選定における基礎審査及び定量化審査は、事業者選定委員会に

おいて行われる。 
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２  事業者選定委員会の設置  

（１）事業者選定委員会について

ＰＦＩに関する５つの原則と３つの主義に掲げられている公平性・透明性の原則及び客観主義

に鑑みて、透明性を確保しつつ公正かつ客観的に民間事業者を選定するため、事業担当課が

個別事業ごとに実施方針を策定・公表する前に、専門的知識を有する外部有識者を構成員に

含めた「事業者選定委員会」を設置し、実施方針の策定・公表をはじめそれ以降の特定事業の

選定、落札者決定基準、事業者選定等の各段階において委員会を開催し、審議する。 

公平性原則及び透明性原則を確保するため、事業者選定委員会は総合評価一般競争入札

以外の事業者選定方法（プロポーザル方式）を採用する場合においても設置するものとする。 

なお、この委員会は、事業担当課が個別事業ごとに設置するものとする。 

 

（２）事業者選定委員会の構成 

金融・法務・技術及び当該事業内容等に精通した学識経験者及び県職員を委員とする。 

なお、ＰＦＩ事業の選定や事業者選定の過程、結果に対する透明性、公平性を確保するた

め、委員の過半数は外部の学識経験者とする。 

委員のうち学識経験者として位置づけられる委員は、地方自治法施行令で規定されている

総合評価一般競争入札において意見を聴く必要のある学識経験者（２名以上）を兼ねるものと

する。 

 

（３）事業者選定委員会の役割 

事業者選定委員会は、次の事項について所掌し、必要に応じて開催し、最終的に優先交

渉者の順位を決定し、審査の講評を併せ、事業部局の長へ報告する。 

〔主な所掌事務〕 

○実施方針の検討                   ○落札者決定基準の検討 

○特定事業の評価                   ○提案書の審査、評価 

○入札説明書、要求水準書、契約書の検討   ○落札者の選定 

 

（４）事業者選定委員会設置・運営に当たっての留意事項 

事業者選定委員会設置に当たっては、次のことに留意する必要がある。 

○ 事業者選定委員の氏名等については、民間事業者の募集を行う際（入札公告）には公

表すること。 

○ 事業者選定委員会の位置づけを明確にすること。（要綱の設置） 

○ 民間事業者の選定において、各審査項目について複数の委員による評価を行う等、評

価の客観性を確保するような措置を講じること。 

○ 実施方針の策定、特定事業の選定、事業者の選定、契約の締結等についての最終的な

意思決定の責任は県にあり、説明責任は県にあること。 
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３  実施方針の策定、公表 

（１）基本的な考え方 

ＰＦＩの導入を決定した事業については、ＰＦＩ法第 5条に規定する実施方針の策定等の手続

に着手することとなる。 

実施方針の策定・公表については、公平性及び透明性の確保の観点から、また、民間事業

者に対する準備期間の提供や当該事業に関する意見招請、県民等への周知に資するため、

当該事業に関する情報が早くかつ広く周知されるよう、できる限り早い段階で行うことが重要で

ある。 

実施方針の策定に当たり、事業担当課は事業者選定委員会を開催し、事業者選定方法

（総合評価一般競争入札等）や実施方針、要求水準書案、契約書案、落札者決定基準案の

検討を行う。 

なお、ＰＦＩ法第 10条の 2に基づき、実施方針の策定の見通しを公表する必要がある。 

 

（２）実施方針で定める内容 

実施方針には、ＰＦＩ法第 5条により、7つの項目を定めることとなっている。項目及び具体的

な記載内容（例）は次のとおりである。 

【実施方針で定める項目及びその記載内容（例）】 

項     目 記載内容（例） 

１ 特定事業の選定に関する事項 １事業内容に関する事項 

事業の目的、公共施設等の種類、公共サービスの内容、事業

方式、事業期間、事業終了後の措置、根拠法令等 

２選定に関する事項 

選定方法、選定基準、スケジュール、許認可事項等 

２ 民間事業者の募集及び選定に関

する事項 

公募等の具体的方法、募集期間、民間事業者の備えるべき参

加資格要件、提出書類、選定基準、結果及び評価の公表方法 

３ 民間事業者の責任の明確化等事

業の適正かつ確実な実施の確保に

関する事項 

想定されるリスクの分類と官民間での分担、提供されるサービス

水準、公共施設等の管理者による支払に関する事項等、民間事

業者の責任の履行に関する事項、県による事業の実施状況の監

視 

４ 公共施設等の立地並びに規模及

び配置に関する事項 

施設の立地条件、土地の取得等に関する事項、公共施設等の

規模・配置 

５ 事業契約等の解釈について疑義が

生じた場合における措置に関する

事項 

紛争解決の方法（裁判管轄の指定等） 
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６ 事業の継続が困難となった場合に

おける措置に関する事項 

想定される事業の継続が困難となりえる事由 

介入権、契約解除、事業引継、施設の移管等の破綻理由に応

じて事業計画又は協定において約定すべき事項 

７ 法制上及び税制上の措置並びに

財政上及び金融上の支援に関する

事項 

事業実施に必要な許認可や税法上の特例措置 

国や公的金融機関などの利用可能な支援措置（国庫補助金、

無利子・低利融資等） 

８ その他特定事業の実施に関し必要

な事項18 

議会の議決、情報公開・情報提供方法、実施方針の問い合わ

せ先等 

 

（３）実施方針策定に当たっての留意事項 

実施方針の策定に当たっては、選定事業における県の関与、リスク及びその分担等につい

ての考え方をできる限り具体的に明らかにするとともに、民間事業者にとって特定事業への参

入のための検討が容易になるよう、次の事項等について、なるべく具体的に記載する。 

○ 特定事業の事業内容 

○ 民間事業者の選定方法 

○ 事業スキームを民間事業者の提案に委ねる場合にはその旨 

○ 株式譲渡に関する方針が既に定まっている場合は、当該方針 

○ 選定事業の実施に当たって必要な許認可等 

○ 民間事業者が行う業務の範囲 

○ 適用可能な民間事業者への補助金、融資等 

また、所要の情報を得るために市場調査を実施する場合、調査内容・方法によっては、当

該ＰＦＩ事業に関する情報が特定の民間事業者のみに流出する危険があるため、市場調査の

実施に当たっては配慮が必要である。 

なお、実施方針は、公表当初において相当程度の具体的内容を備えた上で、事業内容の

検討の進行に従い、順次詳細化して補完を行うことも可能である。 

 

（４）リスク分担の考え方 

リスク分担の検討に当たっては、県と民間事業者の業務分担に基づき、次の事項に留意し

つつ行うことが必要である。 

ア リスクとその原因の把握 

当該選定事業の実施に係るリスクとその原因をできる限り把握する。 

イ リスクの評価 

抽出したリスクが顕在化した場合に必要と見込まれる追加的支出のおおよその定量化を

行う。定量化が困難な場合には定性的に選定事業への影響の大きさの評価を行うことが望

                                                
18 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」

（平成 23 年法律第 105 号）により、義務付け・枠付けの見直しを目的として、ＰＦＩ法第５条からは削除され

ているが、実施方針に定める必要性に変わりはない。 
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ましい。また、経済的に合理的な手段で軽減又は除去できるリスクの有無の確認、当該軽減

又は除去に係る費用を見積もることが望ましい。 

ウ リスクを分担する者 

県と民間事業者のどちらが「リスクの顕在化をより小さな費用で防ぎ得る対応能力」、「リス

クが顕在化するおそれが高い場合に追加的支出を極力小さくし得る対応能力」を有してい

るかを検討する。また、リスクが顕在化した場合、その責めに帰すべき事由の有無に応じて、

リスクを分担する者を検討する。 

エ リスクの分担方法 

リスクの分担方法としては、次の方法が考えられるが、リスクが顕在化した場合の必要とな

る追加的支出の分担方法について、追加的支出の負担能力も勘案しつつリスクごとに検討

する。 

（ア） 県あるいは民間事業者のいずれかが全てを負担 

（イ） 双方が一定の分担割合で負担(段階的な分担割合の変更があり得る) 

（ウ） 一定額まで一方が負担し、当該一定額を超えた場合（ア）又は（イ）による分担 

（エ） 一定額まで双方が一定の分担割合で負担し、当該一定額を超えた場合（ア）による分担 

なお、国の「ＰＦＩ事業におけるリスク分担等に関するガイドライン」は、本県の事業におい

ても参考にすること。 

 

（５）実施方針公表後の対応 

実施方針公表後、必要に応じ説明会を開催するとともに、民間事業者等から意見、質問を

受け付け、有用な意見等については実施方針の修正、変更や特定事業の選定、民間事業者

の募集に反映させることが適当である。 

このため、これらに配慮したスケジュールの設定を行うことが重要である。 

 

（６）実施方針に関する意見・質問の受付 

可能な限り早い段階から当該ＰＦＩ事業に対する民間の意向を把握し、民間事業者の参画

可能な事業内容とするため、実施方針公表後に第１回質問回答（民間事業者等からの質問受

付及びその回答）を速やかに実施する。また、第１回質問回答終了後、民間事業者から事業

に対する意見を受けるため、民間事業者からの意見招請を行う。 

意見招請での意見等を参考にして、実施方針の見直しをした場合には、その変更した実施

方針は速やかに公表する。 

 

（７）実施方針の修正の検討 

実施方針に対して寄せられた意見等で有用なものについては、事業への反映を検討し、必

要があれば実施方針の修正を行う。 

実施方針を修正した場合、事業担当課は、当初方針の公表時と同様にこれを公表する必

要がある。 
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（８）要求水準書（案）等の公表 

民間事業者が特定事業へ参入するための検討が容易に行えるよう、ＰＦＩ事業において県が

要求する具体的なサービス水準を示す必要がある。そのサービス水準は要求水準書（仕様書）

によって示される。 

要求水準書（仕様書）は、民間事業者の募集（入札公告）の際、入札説明書とともに公表さ

れる書類の一つだが、民間事業者が提案内容を検討する上で、県の要求水準を把握すること

は、民間事業者にとって非常に重要なことであるため、実施方針の公表という早い段階で要求

水準書（仕様書）案を併せて公表し、民間事業者からの意見を受け付けることが望ましい。 

従来の公共事業においては、整備する施設の仕様や工法、材料、管理の手法・周期等を

規定するインプット仕様で発注がなされていたが、ＰＦＩ事業においては、求めるサービスの量

や質を規定するアウトプット仕様による性能発注が行われることになる。 

したがって、要求水準書では、建築物の具体的仕様の特定は必要最小限にするなど、県が

求めるサービス水準については必要な限度で示し、またサービスの調達方法・手段について

は、民間事業者の創意工夫を最大限引き出すように配慮する必要がある。なお、発注する性

能の具体的要件については、できる限り明確に提示することも重要である。 

要求水準書は、事業実施段階において提供されるサービスが要求水準を満たしているかを

確認するモニタリングの基準となるものである。したがって、モニタリングの対象や方法につい

ても念頭におき、要求水準を作成する必要がある。 

 

（９）ＶＥ提案の活用 

ア ＶＥ提案の活用 

県が基本設計及び実施設計まで行ったものをＰＦＩ事業として実施する場合には、ＶＥ

（Value Engineering）提案を活用する方法がある。 

ＶＥ提案とは、県が提示した基本設計及び実施設計に対して、民間事業者が施設の機能、

性能等を低下させることなく、コストを引き下げる技術的な改善提案を行うもので、民間が有

する技術力の一層の活用と、その技術力の活用によりさらなるコストの削減を図ることが可能

となる。 

イ ＶＥ提案募集に係る実務手続 

実施方針策定の際、ＶＥ提案に係る項目を盛り込むとともに、実施方針と合わせて「ＶＥ提

案要領」を公表する。 

なお、ＶＥ提案要領に関する意見、質問の受付、回答期間は基本的に実施方針の受付、

回答期間と合わせて実施する。 

※実施事例：千葉県警察本部新庁舎建設等事業 
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４  特定事業の評価・選定、公表 

（１）基本的な考え方 

特定事業の選定とは、ＰＦＩ法第７条の規定に基づき、実施方針を公表した事業について、Ｐ

ＦＩ事業として実施することが適切であると認める手続である。 

特定事業の選定に当たっては、基本方針に基づき、当該事業の実施可能性等を勘案しつ

つ、効率的かつ効果的に事業を実施できることを基準として評価する。 

なお、ＶＦＭの評価は、基本方針に従い、特定事業の選定に当たっては必ず行わなければ

ならない。また、その算定は可能な範囲において極力精度を確保する必要があるが、客観性

及び透明性の向上を図りつつ、算定のために多大な労力をかけすぎることのないよう留意する

必要がある。 

 

（２）ＶＦＭの算定と評価 

ＶＦＭの評価は、基本的には、ＰＳＣ（従来型公共事業コスト）とＰＦＩＬＣＣを比較することによ

り行う。 

このＶＦＭの評価に当たっては、ＰＦＩ導入可能性調査時に行ったＶＦＭの算定・評価につい

て、民間事業者からの意見等を踏まえた実施方針の修正等を加味した上で、より詳細な、精

度の高いデータ等を使用して定量的、定性的評価を行う。 

なお、特定事業の選定の段階においては、民間事業者の計画がまだ明らかになっていない

ことから、原則として公共サービスの水準を同一に設定した上でＰＳＣとＰＦＩＬＣＣをそれぞれ算

定し、比較することが基本となる。 

ＶＦＭの算定・評価に当たっては、国の「ＶＦＭに関するガイドライン」を参考にすること。 

 

（３）選定結果等の公表 

ＶＦＭの定量的及び定性的評価の結果をもとに特定事業の選定を行ったときは、その判断

の結果を、評価の内容と併せ、速やかに公表する。また、事業の実施可能性等についての客

観的な評価の結果に基づき、特定事業の選定を行わないこととしたときも、同様に公表する。 

この際、県が算定したＰＳＣ及びＰＦＩＬＣＣについては、公表することにより、その後の入札等

において正当な競争が阻害されるおそれがあるため、ＰＳＣとＰＦＩＬＣＣの差又は割合によりＶ

ＦＭの程度のみを示すこととする。 
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５  債務負担行為の設定 

（１）基本的な考え方 

ＰＦＩ事業における契約は、設計・建設から維持管理・運営までの複数年にわたる長期契約

であることから、予算で債務負担行為を設定する必要がある。 

 

（２）設定時期 

債務負担行為は、募集（入札公告）前までに設定することを原則とする。 

特に、民間事業者の選定方式において総合評価一般競争入札方式を採用する場合、入札

公告を含む一連の契約行為が支出負担行為の範疇に含まれると解されているため、入札公

告前に債務負担行為を設定する必要がある。 

なお、プロポーザル方式の場合は、民間事業者の選定後、契約の締結前までに行えばよい。 

また、債務負担行為の設定年度内に、債務の原因となる契約手続が完了しない場合には、

再度債務負担行為を設定する必要がある。 

 

（３）限度額 

債務負担の限度額は、特定事業の評価により得られた民間事業者との契約予定金額であり、

その内容は施設等の設計・建設・取得、維持管理及び運営に関する費用の総額である。また

金利や物価変動により支払額が変更される場合は、その点も盛り込む必要がある。 

なお、この金額については、現在価値へ割引いた金額でないことについて留意が必要であ

る。 

 

（４）期間 

債務負担行為の期間は、ＰＦＩ事業の契約期間とする。 

 

（５）債務負担行為設定に当たっての留意事項 

ＰＦＩ法に基づいて設定される債務負担行為は、効率的かつ効果的な公共施設等の整備等

のために設定されるものであり、「もっぱら財源調達の手段として設定する債務負担行為」には

該当しないと解される（昭和 47年自治導第 139号）。 

しかし、この場合においても、財政の健全性を確保する必要があるため、ＰＦＩ事業における

債務負担行為に係る支出のうち、施設整備費や用地取得費に相当するもの等公債費に準ず

るものは、起債制限比率の計算の対象となる（平成 12 年 3 月 29 日付け自治画第 67 号自治

事務次官通知「地方公共団体におけるＰＦＩ事業について」。以下「自治事務次官通知」とい

う。）。 
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６  民間事業者の募集（入札公告）、選定、公表 

（１）基本的な考え方 

特定事業の選定に続いて、これを実施する民間事業者の募集、評価・選定を行うが、この際、

次の事項に留意して実施する必要がある。 

○ 「公平性原則」「透明性原則」に基づき、競争性の担保、手続の透明性を確保した上で実

施すること。 

○ 民間事業者の提案準備期間や契約締結に要する期間の確保に配慮すること。 

○ 応募者の負担を軽減するよう配慮すること。 

○ 民間事業者の選定に際しては、客観的な評価基準を設定すること。公共サービスの水準

等について、やむを得ず定性的な評価基準を用いる場合でも、評価結果の数量化により

客観性を確保すること。 

○ 契約書案により、できる限り契約の条件を明示すること 

○ 民間事業者には質問の機会を与えるとともに、質問に係る情報提供に当たっては、公平

性を確保するため他の応募者にも公表すること。 

○ 公共施設等運営権を取り消されて５年以内の場合など、ＰＦＩ法第 9条に該当する者は応

募できないこと。 

 

（２）契約方式の選定 

ＰＦＩ法及び基本方針において、民間事業者の選定方法は、公募の方法等によることとされ

ている。また、自治事務次官通知においては、総合評価一般競争入札の活用を奨励している。 

なお、事業の性格等によっては、プロポーザル方式による随意契約が可能であるが、透明

性、公平性、客観性の確保に努めて実施する必要がある。 

 

ア 総合評価一般競争入札方式 

総合評価一般競争入札方式とは、価格だけでなくその他の条件も併せて県にとって最も

有利な企画をもって入札に参加した者を落札者とする入札方式である。 

総合評価の方法としては、次の二つの方法が考えられる。 

（ア） 価格と性能等の評価の比をとるもの 【除算方式】 

（総合評価点）＝（性能評価点）／（価格） 

上記の除算により総合評価点を算出し、最も高い点の応募者を落札者とする方法である。 

【特徴】 

○ 価格当たりの性能を評価することになり、コストパフォーマンスに重点を置いた選定が

できる。 

○ 圧倒的な価格を出せば、多少性能が劣っていても落札でき、価格の影響力が大きい。 

○ 価格が高くて性能がよいものと、価格が低くて性能が劣るものとの差別評価が困難。 
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（イ） 価格と性能等の評価の配分をあらかじめ決めるもの 【加算方式】 

   （総合評価点）＝（性能評価点）＋（価格点） 

価格と性能の点数配分を決め、それぞれの点数を加算して総合評価点を算出し、最も

高い点の応募者を落札者とする方法である。 

【特徴】 

○ 評価項目の配点にメリハリをつけることで、当該事業における重点目標を明確にできる。 

○ 価格面で圧倒しても落札できない可能性があり、事業者を平均的に評価できる。 

 

イ  プロポーザル方式 

プロポーザル方式は、民間事業者から提案書を募集し、あらかじめ示した評価基準に従

って優秀提案書を選定し、その提案書の提出者との間で交渉を行い、契約を締結する方式

（随意契約）である。 

事業の性格等によっては、競争入札に適さないもの等地方自治法施行令第 167 条の 2

第 1 項各号に規定される随意契約の要件を満たす場合（ＷＴＯ政府調達協定の適用を受

ける契約では、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（以

下「特例政令」という。）第 10条の規定も満たす場合）は、プロポーザル方式による随意契約

によることが可能である。 

総合評価一般競争入札のように、法令により学識経験者の意見聴取等の手続は定めら

れていないが、結果として随意契約としての扱いとなることから、選定事由等について透明

性、客観性の確保を図るため、総合評価一般競争入札の場合と同様、事業者選定委員会

を設置して審査を行うことが適当である。 

指名型、公募型等の方法があるが、ＰＦＩ事業においては公募型プロポーザル方式をとる

ことが一般的である。 
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【両方式の主な手続の流れ】 

 

総合評価一般競争入札方式 プロポーザル方式

事業者選定基準（落札者決定基準又は優秀交渉権者選定基準）の策定

入札公告（資格審査申請書の受付） 募集公告（一次提案書の受付）

資　格　審　査

一　次　審　査

資格審査結果の通知・公表

一次審査結果の通知入札提出書類の受付

二次提案書の受付入　札　の　実　施

総　合　評　価 二　次　審　査

落札者の決定・公表 優先交渉権者及び次順位者の選定・公表

契約内容の確認・調整 契　約　交　渉

契　約　の　締　結

議　会　議　決（契約締結）

基　礎　審　査

定量化（加点）審査

基　礎　審　査

定量化（加点）審査

資　格　審　査

資格審査結果の通知・公表
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（３）ＷＴＯ政府調達協定の適用を受けるＰＦＩ事業契約 

ＰＦＩ事業契約は、公共施設等の建設のみならず、維持管理及び運営をも内容とするもので

ある。このため、政府調達協定対象の役務と対象外の役務の双方を包含する混合的な契約と

なる可能性が高くなる。 

こうした混合的な契約においては、主目的である調達に着目し、全体を当該主目的に係る

調達として扱うこととされており、主目的が物品等又は協定の対象である役務の調達契約であ

って、当該契約の全体の予定価格（主目的以外の物品等及び役務に係る価格を含む。）が適

用基準額を超える場合に、特例政令の適用を受けることとされている。 

なお、適用基準額は２年毎に見直されることから、最新の額については総務省のホームペ

ージなどで確認すること。 

【政府調達協定の適用基準額（参考）】 

（適用期間：平成 28年 4月 1日～平成 30年 3月 31日） 

区     分 基準額 

物品等の調達契約 ３，３００万円 

特定役務のうち建設工事の調達契約 ２４億７，０００万円 

特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービス

その他の技術的サービスの調達契約 
２億４，０００万円 

特定役務のうち上記以外の調達契約 ３，３００万円 

平成 28年総務省告示第 18号（平成 28年 1月 25日） 

 

（４）総合評価一般競争入札による手続の流れ 

ア 事業者選定委員会の開催 

入札の実施に当たっては、事業者選定委員会を開催し、入札の手順・方法等を決定する

とともに、入札公告時に公表する落札者決定基準、要求水準書（仕様書）、契約書案及び

入札説明書の内容を確定する。 

イ 入札手順・方法等の決定 

ＰＦＩ事業の場合、民間事業者の選定は、まず資格基準及び能力基準を前提に選定を行

う入札参加資格審査（事前資格審査）を行い、入札参加資格が確認された者に対し、入札

を含め詳細な事業経営能力、管理能力評価と事業提案書の評価を行うのが一般的である。 

ウ 落札者決定基準等の決定 

（ア） 落札者決定基準 

落札者決定基準は、実施方針や要求水準書（仕様書）等で示した県が要求するサー

ビスの水準、価格、実現性等を評価項目として設定し、民間事業者からの提案書を項目

ごとに評価し、採点するために設定するものである。設定に当たっては、公平性、透明性

の観点から、定量的な評価項目については客観的な評価基準により数値化し、数値化が

困難である定性的な項目については、詳細かつ具体的に記載し、客観性を確保するよう

留意する必要がある。 
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また、落札者決定基準における配点は、評価項目の重要度や、事業実施に当たって

の必要性に応じて決定する。 

落札者決定基準は、県が最も優れた提案を選定するための基準である一方、民間事

業者にとってもこの基準をもとに提案書を検討、作成し、入札に参加するに際しての方針

を立てるための判断材料となるものである。したがって、実施方針の公表と同時か遅くとも

入札公告までに案の段階で公表して、民間事業者から意見を受け付け、必要に応じてそ

の意見を反映させることが適当である。 

（イ） 入札説明書 

入札説明書は、事業の概要、民間事業者の選定方法、提案書の審査方法、契約の考

え方や、入札の手続に関する事項を記載したものである。 

入札説明書において予定価格を事前に公表することは可能である。（予定価格の公表

制度については、随時見直しが行われることから、最新の情報を確認すること。） 

予定価格を公表することで、予定価格を超えてしまう状態を避けることができる一方、コ

スト削減効果が減少する可能性があることに留意する。 

また、当該事業における収益性が高く民間事業者のノウハウ次第で提案価格が左右さ

れる可能性が高い事業においては、予定価格を公表しないことで参加事業者間の競争

が確保されることが期待できるという意見もある。 

（ウ） 契約書案 

入札の落札者と仮契約を締結したあと、議会の議決を要するものについては議会の議

決を経て、落札者と正式な契約を締結することとなる。 

しかし、総合評価一般競争入札においては、前述のとおり落札者との交渉や契約書案

の変更を行うことができないため、入札公告時に併せて契約書案を公表する必要がある。 

また、契約書案は、ＰＦＩ事業における契約条件の骨子であり、民間事業者にとっても提

案内容の検討に大きな影響を与えるものである。したがって、実施方針の公表と同時か

遅くとも入札公告までに公表し、民間事業者の意見を受け付け、必要に応じてその意見

を反映させることが適当である。 

（エ） 要求水準書(仕様書) 

要求水準書(仕様書)は、ＰＦＩ事業において県が要求する具体的なサービス水準を示し

たものであり、民間事業者が提案内容の検討を行うに当たって大変重要なものである。 

（オ） 様式集 

各種資料等の様式も配布する。この様式集は審査資料として活用することになるため、

落札者決定基準を踏まえて作成することになる。 

エ 入札公告等 

次の事項に留意して実施する必要がある。 

○ 総合評価一般競争入札では、入札参加に必要な資格、入札の場所及び日時等を公告

するとともに、総合評価一般競争入札の方法による旨及び落札者決定基準についても公

告する必要がある。 

○ 入札に参加しようとする者には、入札説明書、要求水準書（仕様書）及び契約書案を配
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布するとともに、必要に応じて入札説明会を開催する。 

○ ＷＴＯ政府調達協定の適用を受ける場合、「千葉県の物品等又は特定役務の調達手

続の特例を定める規則」（以下「特定調達規則」という。）において、入札期日の前日から

起算して少なくとも 40日前に、県報により公告しなければならないとされている。 

オ 質問受付 

公告内容に対する疑問点を解消するために、民間事業者からの質問等を受け付け、回

答を行う。質問・回答の機会は、県と民間事業者の間で考え方に齟齬をきたさないように、

可能な限り複数回設置することが適当である。 

質問・回答に当たっては、民間事業者が十分な検討が行えるよう入札公告から質問受付

及び質問提出期限までの期間を十分に確保する必要がある。 

なお、公平性、透明性を確保するため、質問・回答は全て書面で行い、その内容は民間

事業者独自の技術、ノウハウ等に係るものを除き、全ての民間事業者に公表することが適切

である。 

カ 資格審査 

あらかじめ定められた基準に従って資格審査を実施する。選定後、審査結果を遅滞なく

応募者に通知するとともに、結果について県のホームページにより公表する。 

キ 入札 

入札参加資格の確認を得た者から、入札書及び提案書を受け付け、入札公告で示した

手順等に従って入札を実施する。この際、予定価格の範囲内の入札価格を示した入札参

加者だけが総合評価の審査対象となる。 

ク 提案書の審査、落札者の選定 

事業者選定委員会を開催し、次の事項に留意しながら審査を行う。 

○ 事業者選定委員会では、公平性、透明性、客観性を確保した上で、入札公告時に公表

した落札者決定基準に従い、通常、提案書を基礎審査と定量化審査に分けて審査する。 

基礎審査は、県が求める最低限の水準を満たすかを確認するものである。 

定量化審査では、性能評価得点及び入札金額から総合評価点を算出し、県にとって

最も有利又は優秀な提案を行った者を落札者として選定する。 

○ 審査の過程では、提案内容の理解を深めるため、事業者選定委員会を複数回開催す

ることもあり得る。 

○ 各項目について、複数の委員による評価を行うなど、評価の客観性を確保するような措

置を講じることが適当である。 

ケ 落札者の決定・公表 

次の事項に留意して実施する必要がある。 

○ 県は、事業者選定委員会における審査結果を踏まえ、落札者を決定し、その結果を速

やかに公表する。 

○ 公表によって民間事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれの

ある事項を除き、選定過程の透明性を確保するために必要な事項等を併せて公表する。 

○ 当該事業に関する透明性の確保等のため、民間事業者の選定後、選定事業者の事業
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計画に基づく県の財政負担の縮減の見込額等についても公表することが適当である。 

○ ＷＴＯ政府調達協定の適用を受ける場合、特定調達規則において、競争入札により落

札者を決定したときは、その日の翌日から起算して 72 日以内に、県報により公示しなけ

ればならないとされている。 

○ 落札者に選定されなかった応募者に対し、非選定理由の説明機会を設けることは、ＰＦＩ

事業の適切な推進の観点からも必要である。 

○ 民間事業者の募集、評価・選定において、最終的に、応募者がいない、あるいはいず

れの応募者も県の財政負担の縮減等の達成が見込めない等の理由により、当該事業を

ＰＦＩ事業として実施することが適当でないと判断した場合には、民間事業者を選定せず、

特定事業の選定を取り消すことが必要である。 

なお、民間事業者の募集に当たっては、そのような場合があり得ることを募集の際にあ

らかじめ明示しておくことが重要である。 

また、特定事業の選定を取り消した場合、判断の透明性を確保するためにその理由を

所要の資料と併せて、速やかに公表する。 

 

（５）プロポーザル方式による手続の流れ 

総合評価一般競争入札方式の場合と同様の手続の流れであり、募集公告に当たっては、

事業者選定委員会を開催し、選定の手順・方法等を決定するとともに、募集公告時に公表す

る優先交渉権者選定基準、要求水準書（仕様書）、条件規定書及び公募要項の内容を確定

する。 

このうち、契約に関する資料として、総合評価一般競争入札方式では契約書案となるのに

対し、公募型プロポーザル方式では、契約交渉を通じて契約書の作成・締結が可能とされるた

め、基本的な契約条件を示した条件規定書とすることが可能である。 

審査についても、総合評価一般競争入札方式と同様に資格審査と提案審査からなるが、応

募者の応募にかかる負担を軽減するために提案審査において二段階審査（一次審査、二次

審査）を採用することも可能である。 

  



７ 契約の締結 

50 

７  契約の締結 

（１）基本的な考え方 

県は、選定した民間事業者あるいは、その事業者が設立した特別目的会社（ＳＰＣ）との間

で、事業の契約を締結する。契約は、選定事業に係る責任とリスクの分担その他協定等の当

事者の権利義務を取り決めるものであり、できる限りあいまいさを避け、具体的かつ明確に取り

決めることが必要である。 

なお、国の「契約に関するガイドライン」は、本県の事業においても参考にすること。 

本契約に至るまでの流れは以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本協定の締結 

県は、落札者（優先交渉権者）を構成する企業等と基本協定を締結する。基本協定では、

事業契約締結に向けての双方の義務について必要な事項を規定する。落札者が特別目的会

社（ＳＰＣ）を設立する場合には、その設立期限や出資条件などについても定められる。 

 

（３）契約内容の確認・調整／契約交渉 

事業担当課は、落札者（優先交渉権者）の提案内容を踏まえ、具体的な契約内容に関する

確認・調整又は交渉を行う。 

ＰＦＩ事業の提案は非常に多岐に渡るため、その交渉についても専門性が必要とされる。し

たがって、契約の交渉・調整等については、法務等のＰＦＩアドバイザーとの連携を取りながら

行う。 

なお、長期間にわたる事業の安定化を図る上でも、本契約に関する十分な協議のための時

間を確保することが望ましい。 

また、「ＰＦＩ事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて」（平成 15 年 3 月

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する関係省庁連絡会議幹事会申

合せ）を参考にする。 

 

（４）契約書作成の考え方 

契約は、選定事業者と仮契約を締結した後、契約締結の議決を経て、選定事業者との正式

落札者（優先交渉権者）の決定 

基本協定の締結 

契約内容の確認・調整 

（プロポーザル方式の場合は契約交渉） 

仮契約の締結 

契約議案の議会議決 

本契約の締結 

直接協定の締結 
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な契約となる。 

総合評価一般競争入札方式の場合には、契約書案の内容を変更しない範囲で、要求水準

を達成するための事業の実施手順に関する契約の細目を交渉することとなる。 

一方、プロポーザル方式では、事業者選定後、具体的な事業を実施するために、県と選定

事業者が契約交渉を行う。ただし、募集要項等に規定された事項や応募書類に記載された内

容は、その前提条件に変更がない以上、これを変更することはできない。 

なお、県は選定事業者と取り決めた契約を公開することが基本方針において求められてい

る。ただし、設計や施工・企画・運営面でのノウハウなど、その公開により、民間事業者の権利

や競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある事項については、除外することがで

きる。 

 

（５）契約書作成に当たっての留意事項 

ＰＦＩ事業の契約では、原則として事業期間中に起こり得る全ての事態について明記すること

から、民間事業者側の代理人である弁護士との調整が中心となり、県においても法律面でのＰ

ＦＩアドバイザーを十分活用していく必要がある。 

選定された事業者との契約書の作成に当たっては、国の「ＰＦＩ事業実施プロセスに関する

ガイドライン」における「ステップ５協定等の締結等」を参考にすること。 

 

（６）仮契約の締結、契約議案の議決、契約の締結 

ＰＦＩ法第 12 条及び同法施行令の規定により、県においては、ＰＦＩ事業契約の予定価格の

金額のうち維持管理、運営等に要する金額を除いた施設等の買入れ又は借入れの金額が 5

億円以上となるＰＦＩ事業契約については、あらかじめ議会の議決を経なければならない。 

したがって、議会の議決を要する契約の場合は、選定事業者との間で仮契約を締結し、ＰＦ

Ｉ事業契約の締結議案を議会に提出、その議決を経て、本契約（事業権契約）を締結すること

となる。 

 

（７）直接協定 

ＰＦＩ事業では、県とＰＦＩ事業者の契約の他に、県とＰＦＩ事業者に融資する金融機関との間

で、直接協定（ダイレクトアグリーメント）を締結するのが一般的である。事業の継続性や安定

性を監視するためには、県だけでなく金融機関の立場からも事業者及び事業遂行に関して監

視を行う必要があり、本協定は、県と金融機関がどのようなルールに基づいて監視を行うか、

問題が生じた際にどのように対応するかを規定する内容となる。 

「ＰＦＩ事業の課題に関する検討報告書～直接協定の典型例について～」（平成 16 年 7 月 

ＰＦＩ事業の課題に関する委員会）を参考にする。 
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８  事業の実施、モニタリング 

（１）基本的な考え方 

ＰＦＩ事業者との契約の締結後、ＰＦＩ事業は契約に従って実施される。県は、施設の設計、

建設、維持管理、運営の各段階において、契約に定めた範囲内でア～エのような事業のモニ

タリング等を行う。 

また、モニタリングにより、ＰＦＩ事業者の提供するサービスが県の要求水準に達しているかを

評価し、契約書に定める範囲内でその結果をサービス料に反映させて、対価を支払う。 

サービスの水準が確保されていない場合には、県は、契約の定めるところにより、支払額の

減額等の措置を講じる。 

なお、国の「モニタリングに関するガイドライン」は、本県の事業においても参考にすること。 

○ ＰＦＩ事業者により提供される公共サービス水準の監視 

○ ＰＦＩ事業者からの契約の義務履行に係る事業の実施状況報告の定期的な提出 

○ ＰＦＩ事業者からの公認会計士等による監査を経た財務の状況についての報告書の定期

的な報告 

○ ＰＦＩ事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある事態が発生したときには、ＰＦＩ事

業者に対し報告を求めるとともに、第三者である専門家による調査の実施とその調査報告

書の提出を求めること 

 

（２）モニタリングに当たっての留意事項 

○ 官民双方にとって、可能な限り労力、時間や費用のかからない方法を採用すること。 

○ 必要に応じて、県による現場検査、民間事業者に対するヒアリング等が行えるようにする

こと。 

○ モニタリングの結果がサービス料の支払に結びつくモニタリング事項については、可能な

限りその内容や水準を数値化して、モニタリングの客観性を確保すること。 

○ ＰＦＩ事業者による公共サービスの提供がＰＦＩ事業契約等に適合せず、適正な提供がなさ

れない（債務不履行の状況が発生した）場合、すぐにサービス料の減額や契約解除権を行

使するというのではなく、その状況を改善し、履行の確保を図る仕組みを構築しておくこと。 

○ ＰＦＩ事業の実施に係る透明性を確保するため、モニタリング等の結果について、必要に

応じ県民等に対し公開すること。 

 

（３）職員の派遣等についての配慮 

公共施設等によっては、公的主体が長年経営を行ってきた施設など、民間事業者が施設

運営に必要なノウハウを十分に有していないものも存在している。ＰＦＩ法第 78 条では地方公

共団体は、特定事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、職員の派遣等、人的援助につい

て必要な配慮を加えるよう努めるものとされている。 
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９  事業の終了・事後評価 

（１）事業の終了 

契約に定める事業期間が満了となった時に、事業は終了となる。 

土地の明渡し等の資産の取扱いについては、あらかじめ契約に定められた内容に従い、適

切に処理することになる。 

 

（２）事業終了時の資産譲渡に係る留意事項 

ア 残存経済価値がある資産を無償譲渡する場合 

○ ＰＦＩ事業者がその残存経済価値をＰＦＩ事業者への支払のなかにどのように計上している

かの確認が必要となる。 

○ 経済価値のある資産の無償譲渡は、資産の除却損がＰＦＩ事業者側に発生する可能性が

あることを、コスト比較を行う上で留意する必要がある。 

イ 残存経済価値がある資産を有償譲渡する場合 

○ 資産評価の方法をＰＦＩ事業契約において明らかにしておく必要がある。 

○ 費用の精算・相殺や負担方法を明確に定める必要がある。 

○ 買い取り費用に関する予算措置について確認をする必要がある。 

 

（３）事後評価 

事業担当課はＰＦＩ事業終了時に、発生した問題とその対応方法、県の事業運営、管理体

制の問題点とその改善方法、当初の事業開始時点から変化した内容等、今後の課題等につ

いて、事後評価結果を取りまとめ、資産経営課に報告するものとする。 

なお、資産経営課は、その取りまとめ結果を県全体におけるノウハウの蓄積に活用するもの

とする。 

  



 

54 

（様式１） 

（様式１）予備検討結果報告書 

 

事業担当課・室             

担当者 職氏名            

導入検討対象事業の名称  

１．事業の概要 

 (1)用途・目的等  

(2)整備予定場所  

(3)施設規模  

(4)施設稼動期間              年 

(5)県民の利用の有無 有り ・  無し    

(6)利用料金等の徴収 有り ・  無し    

(7)費用調達手段  

(8)契約予定時期  

(9)建設・整備期間  

(10)供用開始予定時期  

２．導入検討対象事業の要件 

 (1)施設の種類（※1）  

(2)事業規模（※2）  

                   円 

(3)その他特記事項 

(1)及び(2)に該当しない事業を候補

とする場合の理由等 

 

３．予備検討結果 

 (1)ＰＦＩの適性確認  

(2)定量的確認結果概要 

（詳細は様式２参照） 

 

(3)定性的確認結果概要  

事業担当課における検討結果 
 

※１ 「建築物」、「プラント」、「利用料金徴収施設」のいずれかを記入 

※２ 「施設整備費（設計費＋建設費）」又は「単年度の維持管理費・運営費」のいずれかとその金額を記入 
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（様式２） 

（様式２）簡易定量評価結果書 

 

事業担当課・室             

担当者 職氏名            

 従来型手法  採用手法  

整備等（運営等を除く）費
用  

  

運営等費用   

利用料金収入   

資金調達費用   

調査等費用   

税金   

税引後損益   

合計   

合計（現在価値）   

財政支出削減率（VFM）   

その他 （前提条件等）  
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（様式３） 

（様式３）ＰＦＩ導入検討調書 

 

事業担当課・室             

担当者 職氏名            

ＰＦＩ導入検討対象事業の名称  

１．施設の概要 

 ①内容 

ⅰ）用途・目的等 

 

ⅱ）種類 

 

ⅲ）性格 

 

ⅳ）整備予定場所 

 

ⅴ）施設規模 

 

ⅵ）施設の主たる利用者 

 

ⅶ）施設利用に伴う料金等の徴収 

 

ⅷ）所要見込み額 

 

 

②立地予定地の所有関係  

③想定されるスケジュール 

ⅰ）従来方式で実施した場合 

 

ⅱ）ＰＦＩを導入した場合 
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２．導入可能性の検討 

 ①同種の先行事例の状況  

②事業を実施する必要性があるか  

③スケジュール的に問題はないか  

④制度面及び公共性等において障

害はないか 

ⅰ）法制度 

ⅱ）公共性・公益性の担保 

ⅲ）財政面 

ⅳ）補助金適用面 

 

⑤ＰＦＩの適性はあるか  

⑥適切なＰＦＩ事業の範囲及び事業

方式等が想定されているか 

 

⑦他のＰＰＰ手法よりもＰＦＩが適して

いるか 

 

（その他特記事項）  

⑧総合的評価 

 

 

 


